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問
題
の
背
景

l

銀
行
実
務
上
の
背
景

2

法
律
上
の
背
景

二

B
G
H
八
九
年
諸
判
決
以
前
の
裁
判
実
務
と
学
説
の
反
応

-
裁
判
例
と
学
説

(l)
禁
止
法
規
違
反

(
B
G
B
一
三
四
条
〔

G
e
w
O
五
六
条
一
項
〕
)
に
基
づ
く
無
効

(2)
準
暴
利
行
為

(
B
G
B
一
=
一
八
条
一
項
)
に
基
づ
く
無
効

(
3
)
B
G
B
一二一

O
条
類
推
に
よ
る
無
効

(
4
)
差
押
禁
止
範
囲

(
Z
P
O
八
五
O
c
条
)
の
超
過
に
土
る
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)

(
5
)
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
債
権
者
の
損
害
賠
償
義
務

2

小
括

第
二
章

B
G
H
八
九
年
諸
判
決
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
九
三
年
決
定
以
前

一
B
G
H
判
例

l
B
G
H
民
事
第
九
部
の
見
解

2
B
G
H
民
事
第
一
一
部
の
見
解

二

学

説

-
契
約
を
実
体
法
上
全
部
無
効
と
す
る
見
解

(
1
)
債
務
の
巨
額
性
H
共
同
責
任
者
の
無
資
力
を
根
拠
と
す
る
見
解

(
2
)
共
同
責
任
者
の
意
思
決
定
侵
害
(
私
的
自
治
侵
害
)
を
根
拠
と
す
る
見
解

2

契
約
自
体
を
有
効
と
し
な
が
ら
共
同
責
任
者
の
救
済
を
講
じ
る
見
解

(
1
)
債
権
者
と
共
同
責
任
者
と
の
契
約
関
係
に
着
目
す
る
見
解

(
2
)
債
権
者
の
共
同
責
任
に
対
す
る
利
益
に
着
目
す
る
見
解
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(3)
主
債
務
者
と
共
同
責
任
者
の
関
係
の
事
後
的
な
解
消
に
着
目
す
る
見
解

三

小

括

第
三
章
連
邦
憲
法
裁
判
所
九
三
一
年
決
定

第
四
章
連
邦
憲
法
裁
判
所
九
三
年
決
定
以
降

第
五
章
結
び
|
|
日
本
法
へ
の
示
唆

序
章

問
題
の
所
在

近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

問
題
意
識
と
本
稿
の
目
的

わ
が
国
に
お
い
て
、
債
務
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
(
家
族
、
親

戚
、
友
人
)
に
よ
る
保
証
(
以
下
で
は
近
親
者
保
証
と
呼
ぶ
)
は
、
不
動

産
な
ど
の
資
産
を
十
分
に
持
た
な
い
中
小
企
業
や
個
人
事
業
主
の
資
金
需

要
を
満
た
す
た
め
の
担
保
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
近
時

は
、
資
金
需
要
者
の
信
用
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
者
へ

の
融
資
を
促
進
す
る
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
有
償
の
信
用
保
証
が
普
及
し

て
い
る
が
、
資
金
需
要
者
が
信
用
保
証
協
会
と
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す

る
際
に
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
に
担
保
の
提
供
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
求
償
権
そ
の
も
の
あ
る
い
は
主
た
る

債
務
(
保
証
人
の
代
位
弁
済
後
の
被
代
位
債
権
)
を
担
保
す
る
た
め
に
、

物
的
担
保
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
単
独
で
、
保
証
|
|
近
親
者
保
-
証
|
|

1 

以
上
本
号
)

が
利
用
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
信
用
保
証
制
度
が
発
達
し
て
も
な
お
、
担

保
手
段
の
一
つ
と
し
て
近
親
者
保
証
の
需
要
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と

い
、
え
よ
、
っ
。

も
っ
と
も
、
近
親
者
保
証
が
本
質
的
に
「
債
務
の
担
保
」
と
し
て
の
機

能
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
。
近
親
者
保
証
の
利
用
が
特

に
多
い
中
小
企
業
金
融
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
中
小
企
業
へ
の
融
資
の
際
に
、
経
営
者
に
よ
る
個
人
保
証
(
「
経

営
者
個
人
保
証
」
)
や
当
該
事
業
に
関
わ
り
の
な
い
名
目
的
役
員
、
経
営

者
の
父
母
・
兄
弟
・
友
人
な
ど
に
よ
る
個
人
保
証
(
「
第
三
者
個
人
保
証
」
)

が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
、
中
小
企
業
で
は
家
計
と
経

営
が
未
分
離
で
あ
る
こ
と
や
、
財
務
諸
表
の
信
頼
性
に
問
題
が
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
中
小
企
業
の
経
営
や
財
務
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
函
難

な
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
経
営
者
個
人
保
証
」
は
、
企
業
の
信
用

補
完
な
い
し
経
営
に
対
す
る
規
律
付
け
の
機
能
を
有
し
、
「
第
三
者
個
人

北法55(1・115)115
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保
証
」
は
、
副
次
的
な
信
用
補
完
や
経
営
者
の
モ
ラ
ル
確
保
の
機
能
を
有

(
I
)
 

す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
保
証
に
お
い
て
は
、
「
債
務
の
担
保
」
と
い

う
機
能
よ
り
む
し
ろ
、
経
営
に
対
す
る
規
律
付
け
や
経
営
者
の
モ
ラ
ル
確

(2) 

保
の
機
能
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

右
の
定
義
及
、
び
各
保
証
の
機
能
に
よ
れ
ば
、
本
文
冒
頭
で
挙
げ
た
近
親

者
(
家
族
、
親
戚
、
友
人
|
|
い
ず
れ
も
事
業
に
関
わ
り
を
も
た
な
い

者
で
あ
る
と
す
る
)
の
う
ち
、
経
営
者
と
家
計
を
別
に
す
る
親
戚
・
友
人
・

父
母
・
兄
弟
の
保
証
は
「
第
三
者
個
人
保
証
」
に
入
る
が
、
経
営
者
と
同

一
の
家
計
を
運
営
す
る
者
、
例
え
ば
配
偶
者
の
保
証
は
、
「
第
三
者
個
人

保
証
」
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
目
を
引
く
。
こ
の
こ
と
は
、
事
業
に
関
わ

り
を
も
た
な
い
が
、
経
営
者
と
同
一
家
計
に
属
し
て
い
る
た
め
当
該
融
資

か
ら
事
実
上
利
益
を
享
受
す
る
家
族
に
よ
る
保
証
は
、
機
能
的
に
、
「
第

三
者
個
人
保
証
」
と
「
経
営
者
個
人
保
証
」
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の

よ
う
な
家
族
の
保
証
を
「
家
族
保
証
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
近
親
者
保
証
は
「
第
三
者
個
人
保
証
」
と
「
家

族
保
証
」
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
務
に
お
い
て
は
、
「
第

三
者
個
人
保
証
」
の
方
が
保
証
の
本
来
的
機
能
で
あ
る
「
債
務
の
担
保
」

と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
第
三
者
個
人
保
証
」
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
「
家
族
保
証
」
を
要
求
す

る
次
の
制
度
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
と
強
化
を
図
る
国
家
の
中
小
企

業
政
策
の
一
環
と
し
て
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
保

剖
川
剖
倒
綱
引
引
司
副
制
副
倒
ベ
刑
制
劃
可
制
側
副
剰
刺
剖
叶
剖
樹
倒
引

制
d
叶
利
回
剰
刺
中
小
企
業
に
対
し
て
「
第
三
者
保
証
人
等
を
不
要
と
す

る
融
資
」
(
貸
付
限
度
一

0
0
0
万
円
以
内
)
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、

融
資
の
際
に
は
、
債
務
者
が
法
人
営
業
で
あ
る
場
合
に
は
代
表
者
の
ほ
か

に
必
要
に
応
じ
て
家
族
や
社
内
の
人
に
よ
る
連
帯
保
証
が
、
個
人
営
業
で

あ
る
場
合
に
は
家
族
ま
た
は
従
業
員
に
よ
る
連
帯
保
証
が
、
そ
れ
ぞ
れ
要

(3) 

求
さ
れ
る
。

北法55(1・116)116 

ま
た
、
信
用
保
証
協
会
の
保
証
委
託
契
約
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
金
融

機
関
の
資
産
圧
縮
や
新
規
貸
出
抑
制
等
に
伴
っ
て
事
業
資
金
の
円
滑
な
調

達
に
支
障
を
き
た
し
た
中
小
企
業
者
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図

る
べ
く
、
時
限
的
に
創
設
さ
れ
た
「
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制

(
4
)
 

度
」
に
お
い
て
、
「
無
担
保
・
第
三
者
保
証
不
要
」
の
保
証
範
閤
が
拡
大

さ
れ
た
が
、
こ
の
範
囲
内
の
保
証
委
託
契
約
の
締
結
に
際
し
で
も
、
「
第

三
者
」
以
外
の
者
(
会
社
内
の
人
や
家
族
)
に
よ
る
保
証
(
求
償
保
証
)

(
5
)
 

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
「
家
族
保
証
」
は
、
物
的
担
保
や
「
第
三
者
個
人
保
証
」
の

提
供
が
困
難
な
資
金
需
要
者
に
よ
っ
て
、
融
資
を
得
る
た
め
の
最
後
の
砦



近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1 ) 

と
し
て
利
用
さ
れ
る
色
彩
が
強
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
家
族
保
証
」

の
機
能
は
、
経
営
者
(
主
債
務
者
)
の
経
営
モ
ラ
ル
を
確
保
す
る
こ
と
な

い
し
主
債
務
者
と
の
精
神
的
・
社
会
的
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
主
債
務
者
の

債
務
の
弁
済
を
促
す
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
第
三
者
個
人
保
証
」
の
方
が
「
家
族
保
証
」
よ
り
も

相
対
的
に
「
債
務
の
担
保
」
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
債
務
者
の
経
営
モ
ラ
ル
の
確
保
や
債
務
者
の
債
務
の
弁
済
促

進
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
点
で
、
そ
の
主
た
る
機
能
は
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
い
ず
れ
の
保
証
も
、
「
保
証
」
と
い
う
法
形
式
を
採
っ
て

い
る
た
め
に
、
主
債
務
者
が
、
例
え
ば
経
営
難
に
陥
る
な
ど
、
債
務
の
履

行
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
保
証
契
約
に
基
づ
き
責
任
を
追
及
さ
れ

得
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
第
三
者
個
人
保
証
」
と
「
家
族
保

証
」
は
、
い
ず
れ
も
近
親
者
保
証
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
特
有
の
問
題
を

A
己
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
主
債
務
者
と
特
別
な
人
的
関
係
に
あ
る
個
人
(
家
族
、

親
戚
、
友
人
)
に
よ
っ
て
、
保
証
が
無
償
で
負
担
さ
れ
る
近
親
者
保
証
に

(6) 

お
い
て
は
、
②
保
証
の
責
任
は
物
的
担
保
の
場
合
と
異
な
り
保
証
人
の
全

財
産
に
及
ぶ
が
、
保
証
人
が
自
己
の
資
力
を
は
る
か
に
上
回
る
額
の
保
証

を
引
き
受
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
親
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者

が
、
自
己
の
資
力
や
保
証
の
リ
ス
ク
を
考
え
ず
に
保
証
を
引
き
受
け
た
た

め
に
、
結
果
的
に
巨
額
の
請
求
を
受
け
、
経
済
的
破
滅
に
追
い
込
ま
れ
る

(7) 

と
い
う
事
態
が
生
じ
や
す
い
。
そ
し
て
、
③
前
述
の
よ
う
に
、
近
親
者
保

証
に
お
い
て
は

l
l
特
に
十
分
な
資
力
を
持
た
な
い
近
親
者
が
保
証
人

と
な
る
場
合
に
よ
く
当
て
は
ま
る
が
|
|
、
「
債
務
の
担
保
」
以
外
の
機

能
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
保
証
の
本
来
的
目
的
で

あ
る
債
権
者
の
満
足
が
要
請
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
保
証
人
を
保
護
す
べ

(8) 

き
要
請
も
強
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
わ
が
国
の
学
説
で
は
、

①
の
観
点
か
ら
、
債
権
者
に
保
証
人
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
義
務
(
保
証

(
9
)
 

人
保
護
義
務
)
を
課
そ
う
と
す
る
見
解
や
、
②
の
観
点
か
ら
、
保
証
人
の

弁
済
の
資
力
を
保
証
債
務
一
般
の
新
た
な
成
立
要
件
と
し
よ
う
と
す
る
見

(
印
)

解
、
さ
ら
に
、
債
権
者
の
「
意
思
の
悪
性
」
す
な
わ
ち
リ
ス
ク
負
担
が
確

定
的
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
保
証
人
の
不
知
に
乗
じ
て
、
銀
行
が
自
己
に

一
方
的
に
有
利
な
契
約
締
結
に
向
け
て
積
極
的
に
働
き
か
け
た
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、
「
給
付
の
均
衡
法
理
」
か
ら
民
法
九
O
条
違
反
が
成
立
す
る

(
日
)

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

他
方
で
、
わ
が
国
の
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
、
保
証
人
と
主
債
務
者
が

近
親
関
係
に
あ
る
こ
と
|
|
こ
れ
は
し
ば
し
ば
情
義
的
関
係
と
換
言
さ

れ
る

!
l
'
は
、
商
工
ロ

l
ン
に
よ
る
融
資
の
事
例
を
除
い
て
、
保
証
契

約
の
効
力
を
否
定
し
た
り
保
証
人
の
責
任
を
制
限
す
る
要
素
と
し
て
考
慮
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さ
れ
て
は
い
な
い
(
後
述
第
五
章
参
照
)

0

2

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
前
述

(
l
)
し
た
近
親
者
保
証
の
分
類
の
う

ち
、
と
り
わ
け
「
家
族
保
証
L

の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
問
題
が
顕
在
化
し
、

判
例
・
学
説
に
お
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
銀

行
実
務
に
お
い
て
は
、
中
小
企
業
や
消
費
者
へ
の
融
資
を
行
な
う
前
提
と

し
て
、
十
分
な
資
産
や
収
入
を
有
し
な
い
債
務
者
の
家
族
主
招
o
z
E
m
p

(ロ)

E}回
開
〉
ロ
加
m
y
E
m伺
)
(
配
偶
者
〔
妻
〕
や
子
)
に
保
証
契
約
や
重
畳
的
債

務
引
受
契
約
(
以
下
で
は
こ
れ
ら
を
「
共
同
責
任
設
定
契
約
」
と
総
称
す

(

日

)

(

凶

)

る
)
を
さ
せ
る
こ
と
が
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
無
資

力
の
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
は
、
責
任
財
産
の
拡
大
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
、
主
に
家
族
問
で
の
詐
害
的
財
産
移
転
を
防
止
す
る
た
め
や
、
家
族
の

経
済
的
・
精
神
的
・
社
会
的
つ
な
が
り
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
済

を
円
滑
化
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
主
債
務
者
が
支
払
不
能

に
な
る
と
、
銀
行
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
担
保
」
と
し
て
の
法
形

式
を
纏
っ
た
「
共
同
責
任
設
定
契
約
」
に
基
づ
い
て
、
共
同
責
任
者
た
る

家
族
に
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
請
求
を
受
け
た

家
族
は
、
債
務
の
巨
額
さ
ゆ
え
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
絶
望
的
な
債
務
超
過

(
日
)

|
|
い
わ
ゆ
る
「
現
代
版
債
務
監
獄

(
U
B
E
a
m
E
m
p
F
E
E
Z
E
)
」
|
|

に
陥
る
の
が
常
で
あ
り
、
こ
れ
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一

九
八
0
年
代
後
半
以
降
、
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
設
定
契
約
の
有
効
性
が

連
邦
通
常
裁
判
所
(
以
下
で
は

B
G
H
と
呼
ぶ
)
に
お
い
て
争
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
現
在
、

B
G
H
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
、
ド
イ
ツ
民
法

(
日
)

(
以
下
で
は

B
G
B
と
呼
ぶ
)
一
三
八
条
一
項
(
良
俗
違
反
巴
ロ

2
5千

北j去550'118)118 

ュm
E
同
)
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
設
定
契
約
を
全
部
無
効
と
し

て
い
る
。

例
え
ば
、

B
G
H
民
事
第
一
一
部
二

O

O
二
年
五
月
一
四
日
判
決

否
者
M
O
O
N
-
M
M
包
・
(
後
掲
〈
別
表
5
V
判
例
〔
町
〕
)
は
、
妻
(
二
人
の

子
あ
り
、
資
産
総
額
一
万
人
0
0
0
マ
ル
ク
(
以
下
で
は

M
と
略
す
)
+

α

〔
土
地
債
務
八
O
万
M
の
負
担
付
土
地
と
預
金
債
権
二
万
M
を
夫
と
半

分
ず
つ
共
有
、
生
命
保
険
返
戻
金
八
O
O
O
M
〕
、
夫
が
単
独
で
経
営
す

る
有
限
会
社
〔
。

sσ
出
〕
(
主
債
務
者
)
の
従
業
員
で
あ
り
、
一
時
的
に

(
げ
)

有
限
会
社
の
業
務
執
行
者
と
し
て
月
収
総
額
六
五
O
O
M
を
得
て
い
た
)

が
、
こ
の
会
社
(
問
。

hgsσZ)
の
取
引
債
務
に
つ
き
極
度
額
を
九
八
六

万
M
と
す
る
保
証
を
し
た
と
こ
ろ
、
会
社
(
囲
内
。
)
の
財
産
に
つ
い
て
包

括
執
行
手
続
が
開
始
し
た
の
で
、
銀
行
が
取
引
関
係
を
解
除
し
(
残
債
務

総
額
一
八
二
七
万
六
九
六
八
・
五
五

M
)
、
妻
に
保
証
債
務
の
一
部
の
履

行
を
請
求
し
た
(
請
求
額
五
O
万
M
)
事
案
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
保
証
契
約
を
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
よ
っ
て
無
効

と
判
断
し
た
。

「
こ
れ
ま
で
の

B
G
H
民
事
第
九
部
と
民
事
第
一

一
部
と
の
問
で
一
致
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し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
巨
額
の
銀
行
債
務
に
つ
い
て
、
主
債
務
者
が
支
払

不
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
保
証
人
や
共
同
債
務
者
が
そ
の
収
入
や
財
産
の

差
押
可
能
部
分
か
ら
、
消
費
貸
借
契
約
の
当
事
者
が
定
め
た
利
子
負
担
を

永
続
的
に
負
担
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
原
則
的
に
、
保

証
人
(
切
E
G
m
)
や
共
同
債
務
者
(
玄
民
話
弓
E
n
z
E
m
)
に
こ
の
よ
う
な
過

剰
債
務
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
過
剰
債
務
に
お
い
て
は
、
:
:
:
そ

の
他
の
事
情
が
加
わ
ら
な
く
て
も
、
主
債
務
者
と
個
人
的
に
近
い
立
場
に

あ
る
保
証
人
や
共
同
債
務
者
が
、
主
債
務
者
の
た
め
に
、
も
っ
ぱ
ら
主
債

務
者
と
の
感
情
的
結
び
つ
き
だ
け
か
ら
、
支
払
不
能
と
な
る
よ
う
な
人
的

保
証
を
引
き
受
け
、
与
信
者
は
こ
れ
を
良
俗
に
反
す
る
方
法
で
利
用
し
た

こ
と
が
、
反
証
可
能
な
方
法
で

EEEa--nF)
推
定
さ
れ
る
」
。

さ
ら
に
、
銀
行
が
配
偶
者
の
共
同
責
任
を
要
求
す
る
主
な
目
的
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
財
産
移
転
防
止
目
的
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
当
法
廷
が
一
九
九
九
年
六
月
二
九
日
の
民
事
大
法
廷
へ
の
上
告
団
付
決

定
(
判
例
〔
幻
〕
|
|
筆
者
注
)
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ

る
か
も
し
れ
な
い
財
産
移
転
防
止
目
的
の
み
に
よ
っ
て
、
無
制
限
の
共
同

責
任
の
要
求
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
与
信
者
が
詳
細
に
つ
い

て
主
張
し
、
必
要
な
場
合
に
は
立
証
す
べ
き
特
別
な
根
拠
の
な
い
限
り
、

極
端
な
過
剰
債
務
と
な
る
保
証
や
共
同
債
務
引
受
が
当
初
か
ら
内
容
的
に

主
債
務
者
と
担
保
供
与
者
の
聞
の
重
大
な
財
産
移
転
を
阻
止
し
よ
う
と
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
原
則
的
に
は
、
認
定
さ
れ
な
い
。
人
的
担

保
に
全
く
特
別
な
意
味
を
付
与
す
る
合
意
は
決
し
て
普
通
に
行
な
わ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
契
約
証
書
外
に
あ
る
諸
事
情
か
ら
読
み
取
ら
れ

(
日
間
)

る
も
の
で
は
な
い
」
。

3

家
族
に
よ
る
共
同
責
任
設
定
契
約
と
い
う
現
象
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の

(
問
)

一
連
の
議
論
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
紹
介
さ
れ
、
ま
た
、
公
序
良
俗
則
の

(
初
)

観
点
か
ら
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
「
無
資
力
近

親
者
に
よ
る
共
同
責
任
」
と
い
う
特
殊
問
題
を
通
じ
て
顕
在
化
し
た
普
遍

的
問
題

(
H
「
『
契
約
自
由
と
裁
判
所
に
よ
る
契
約
内
容
に
対
す
る
介
入

と
の
関
係
』
と
い
う
私
的
白
治
論
の
根
幹
に
か
か
わ
る
普
遍
的
な
問
題
」
)

(
幻
)

と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
民
法
学
に
お
け
る
主
た
る
意
義
も
こ
の

(
幻
)

点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
、

一
連
の
議
論
は
、
機
能
的
に
み
る
と
、
巨
額
の
共
同

責
任
と
意
思
決
定
の
侵
害
(
な
い
し
「
交
渉
力
の
劣
位
L

の
利
用
)
を
組

み
合
わ
せ
た
良
俗
違
反
(
準
暴
利
)
と
い
う
構
成
を
通
じ
て
、
事
実
上
「
債

務
の
担
保
」
以
外
の
目
的
に
重
心
が
お
か
れ
た
共
同
責
任
設
定
契
約
に
お

い
て
、
共
同
責
任
者

(
H
封
伺
剰
割
州
剥
闘
)
を
特
別
に
保
護
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
判
例
で
形
成
さ
れ
た
判
断
枠
組
が
、
暴
利
行
為
・
詐
欺
・
強

迫
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
既
存
の
法
理
と
の
関
係
で
有
す
る
意

(
お
)

義
を
考
え
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
近
親
者
保
証
人
の
保
護
の
法
理
を
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考
え
る
上
で
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
が
生

じ
た
背
景
、
議
論
の
変
遷
お
よ
び
議
論
の
現
在
の
到
達
点
、
既
存
の
法
理

に
対
す
る
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
判
断
枠
組
が
ド
イ

ツ
の
信
用
実
務
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
日
本
法
に

お
け
る
近
親
者
保
証
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
一
定
の
視
座
を
獲
得
し

た
い
。そ
の
際
、
近
親
者
保
証
(
「
第
三
者
個
人
保
証
」
、
「
家
族
保
証
」
)
を
め

ぐ
る
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
状
況
の
ち
が
い
に
留
意
し
た

い
。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
主
債
務
者
と
共
同
責
任
者
の
精
神
的

つ
な
が
り
は
、
主
債
務
者
と
同
一
の
家
計
を
運
営
す
る
配
偶
者
や
子
の
共

同
責
任
(
「
家
族
保
証
」
)
に
お
い
て
最
も
緊
密
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
「
家
族
」
に
つ
い
て
確
立
し
た
共
同
責
任
者
保
護
の
ル

l
ル
を
、
家

計
を
別
に
す
る
母
親
や
兄
弟
の
共
同
責
任
(
「
第
三
者
個
人
保
証
」
)
に
ま

で
及
ぼ
す
方
向
で
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
下

級
裁
判
所
判
決
に
現
れ
る
近
親
者
保
証
の
事
例
の
大
半
は
、
兄
弟
や
義
兄

弟
や
義
理
の
親
子
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
判
例
に
現
れ
た
こ
と
の
な
い
友
人

と
い
っ
た
「
第
三
者
個
人
保
証
」
の
事
例
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
の
大

半
を
占
め
る
同
居
家
族
の
事
例
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
裁
判
例
に
は
あ
ま

り
現
れ
て
い
な
い
が
、
前
述
(
一

1
)
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も

中
小
企
業
へ
の
融
資
の
た
め
に
家
族
の
保
証
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
{
掛
か
族
保
証
」
に
つ
い
て
も
本
稿
が
指
摘
す
る
近
親
者
保
証

の
問
題
性
が
潜
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

根
保
証
の
事
例
に
つ
い
て
、
主
債
務
者
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
保
証
人
に
と
っ
て
、
王
債
務
者
の
事
業
内
容
や
責
任
範
囲
の
予
測
が
容

(M) 

易
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
主
債
務
者
と
家
計
を
一
に
し
、
当
該
融

資
か
ら
事
実
上
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
は
、
保
証
債
務
を
負
担
す
る
合

(
お
)

理
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
と
ド

イ
ツ
と
で
は
「
第
三
者
個
人
保
証
人
」
と
「
家
族
保
証
人
」
の
う
ち
要
保

護
性
が
高
い
と
認
識
さ
れ
る
も
の
が
反
対
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
状
況
の
も
と
で
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
に
「
家
族
」
で
あ
る

北法55(1・120)120

共
同
責
任
者
を
保
護
す
る
た
め
に
確
立
さ
れ
た
ル
l
ル
を
日
本
に
導
入
す

べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
「
近
親
者
保
証
」
と
し
て
同
じ
問

題
性
を
共
有
す
る
こ
つ
の
類
型
に
つ
い
て
、
精
神
的
つ
な
が
り
が
強
く
、

主
債
務
者
と
家
計
を
同
一
に
す
る
「
家
族
」
と
、
精
神
的
つ
な
が
り
が
「
家

族
」
よ
り
は
弱
く
、
主
債
務
者
と
は
別
家
計
に
属
す
る
「
家
族
」
以
外
の

近
親
者
(
「
第
三
者
」
)
と
を
同
様
に
扱
う
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、

近
親
者
保
証
の
問
題
を
解
決
す
る
際
に
一
つ
の
大
き
な
課
題
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

な
お
、
「
保
証
人
の
保
護
」
と
い
う
と
き
、

日
本
で
は
、
な
に
よ
り
も



近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

ま
ず
継
続
的
保
証
・
根
保
証
(
と
り
わ
け
包
括
根
保
証
)
の
場
合
が
想
起

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
議
論
に
際
し
て
は
、

共
同
責
任
設
定
契
約
が
継
続
型
(
例
、
根
保
証
)
か
単
発
型
か
、
責
任
範

囲
に
上
限
の
な
い
包
括
的
な
責
任
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
、
単
純
保
証
か

連
帯
保
証
か
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
お

い
て
主
債
務
者
が
事
業
主
ま
た
は
会
社
で
あ
り
、
そ
の
事
業
の
取
引
債
務

の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
共
同
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
消
費
者
信

用
上
の
債
務
を
主
た
る
債
務
と
し
て
設
定
さ
れ
た
共
同
責
任
が
問
題
と
な

る
事
例
も
い
く
つ
か
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
類
型
の
差
異
も
区
別
さ
れ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
扱
う
問
題
は
保
証
類
型
全
般
に
当
て

は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成

以
下
の
順
序
で
検
討
す
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
債
務
者
の
家

族
が
自
己
の
資
カ
を
は
る
か
に
上
回
る
よ
う
な
巨
額
の
債
務
の
共
同
責
任

を
引
き
受
け
、
そ
れ
が
過
剰
債
務
か
ら
の
共
同
責
任
者
の
救
済
の
問
題
と

し
て
判
例
学
説
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
、
八
九
年
の

B
G
H
諸
判
決
登
場
前
に
お
け
る
下
級
裁
判
所

の
対
応
と
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
問
題
を
従
来
の
ド
イ
ツ
の
消
費
者
信
用
に
お
け
る
債
務
者
本
人
の
過
剰

債
務
の
問
題
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
(
第
一
章
)
。
次
に
、
八
九
年
の

B

G
H
諸
判
決
登
場
以
降
の
、

B
G
H
の
小
法
廷
間
(
と
り
わ
け
民
事
第
九

部
と
民
事
第
一
一
部
)
の
対
立
と
判
例
の
刺
激
を
受
け
た
学
説
の
論
争
を

整
理
し
(
第
二
章
)
、
こ
れ
ら
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
た
連
邦
憲
法
裁
判

所
の
決
定
を
紹
介
す
る
(
第
三
章
)
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に

B
G
H
が
著

し
い
過
剰
債
務
と
な
る
共
同
責
任
を
規
制
す
る
た
め
の
判
断
枠
組
を
徐
々

に
確
立
し
て
い
っ
た
過
程
を
、
こ
れ
に
対
す
る
学
説
の
評
価
と
あ
わ
せ
て

整
理
し
、
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
ル

l
ル
の
要
件
、
射
程
範
囲
、
ド

イ
ツ
民
法
に
お
け
る
既
存
法
理
と
の
関
係
を
検
討
し
た
後
で
、
ド
イ
ツ
法

の
分
析
を
総
括
す
る
(
第
四
章
)
。
最
後
に
、
日
本
と
の
比
較
考
察
を
試

み
る
(
第
五
章
)
。

第
一
章

問
題
の
背
景
と

B
G
H
八
九
年
判
決
登
場

ま
で

問
題
の
背
景

ド
イ
ツ
に
お
い
て
家
族
に
よ
る
巨
額
の
共
同
責
任
が
利
用
さ
れ
、
こ
れ

が
法
律
上
問
題
と
な
っ
た
背
景
を
、
以
下
で
は
、
銀
行
実
務
上
の
背
景
(
1
)

と
法
律
上
の
背
景

(
2
)
と
に
分
け
て
整
理
す
る
。

銀
行
実
務
上
の
背
景

北法55(1・121)121 



(
1
)
銀
行
側
の
思
惑

(
ア
)
責
任
財
産
の
維
持
銀
行
は
、
主
債
務
者
か
ら
他
の
家
族
へ
の

詐
害
的
財
産
移
転
を
防
止
す
る
た
め
に
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
を
要
求
す

(
お
)

る
。
債
権
者
取
消
法
(
〉
ロ
p
n
Z
E
a
a
m
m
m
R
)
や
B
G
B
八
二
六
条
で
は

債
権
者
に
と
っ
て
要
件
の
立
証
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

銀
行
が
家
族
の
共
同
責
任

(EHF由民
E
明
)
を
要
求
す
る
主
要
な
理
由
で

(
幻
)

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
債
務
者
が
死
亡
し
た
後
に
家
族
の
相

続
放
棄
に
よ
っ
て
債
務
者
が
い
な
く
な
る
危
険
を
予
め
防
止
す
る
た
め
に

(
お
)

も
、
家
族
の
共
同
責
任
が
要
求
さ
れ
る
。

家
族
の
な
か
で
も
配
偶
者
の
共
同
責
任
は
、
一
方
配
偶
者
の
死
亡
以
外

(
却
)

の
原
因
で
夫
婦
財
産
制
が
終
了
す
る
場
合

(
B
G
B
一
三
七
二
条
)
に
、

主
債
務
者
で
あ
る
配
偶
者
に
対
し
て
、
他
方
配
偶
者
か
ら
剰
余
金
清
算
請

(
ぬ
)

求
権
が
行
使
さ
れ

(
B
G
B
一
三
七
八
条
一
項
)
、
主
債
務
者
の
責
任
財

産
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
銀
行
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
防
止
す

(
幻
)

る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
、
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
連
盟
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
配
偶
者
の
共
同
責
任
は
銀
行
取
引
の
基
本
と
さ
れ
、

(ロ)

融
資
の
た
め
に
は
必
ず
配
偶
者
保
証
が
要
求
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現

在
、
本
稿
で
検
討
す
る

B
G
H
判
例
の
影
響
を
受
け
、
融
資
の
際
に
配
偶

者
の
保
証
は
要
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
(
後
述
第
四
章
三

4
参
照
)
。

(
イ
)
家
族
の
経
済
的
・
精
神
的
・
社
会
的
つ
な
が
り
の
利
用

研究ノート

家
族

の
財
産
状
況
が
将
来
的
に
改
善
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
そ
の
収
入
に
対

(
お
)

す
る
差
押
え
を
期
待
し
た
り
、
家
族
と
主
債
務
者
と
の
密
接
な
つ
な
が
り

を
利
用
し
て
家
族
に
主
債
務
者
の
行
動
に
影
響
力
を
及
ぼ
さ
せ
る
こ
と
に

(M) 

よ
っ
て
不
払
い
の
危
険
を
回
避
し
た
り
、
家
族
に
融
資
の
目
的
と
な
る
事

(
お
)

業
計
画
や
主
債
務
者
の
弁
済
に
協
力
さ
せ
た
り
、
他
方
で
債
務
者
自
身
に

(
お
)

経
営
に
専
念
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
済
を
促
進
す
る
た
め
、
家

族
の
共
同
責
任
が
要
求
さ
れ
る
。

(
ウ
)
家
族
(
配
偶
者
)
へ
の
情
報
提
供
機
能

(
Cロ
B
E
n
z
g
E
m回
目

時

E
E。
ロ
)
消
費
貸
借
に
よ
る
借
り
入
れ
を
受
け
る
た
め
に
は
、
夫
婦

の
双
方
が
自
分
た
ち
が
自
由
に
使
え
る
収
入

(
H
家
族
の
収
入
)
を
基
礎

に
し
て
借
入
額
(
日
債
務
)
を
算
出
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
配
偶
者
に

よ
る
共
同
責
任
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
共
同
責
任
者
と
な
る
配
偶
者
に
対

(
幻
)

す
る
情
報
提
供
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

(
エ
)
弁
済
不
能
に
よ
る
損
害
の
填
補
資
力
の
な
い
共
同
責
任
は
実

質
的
に
担
保
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
た
め
、
主
債
務
者
が
弁
済
不

能
と
な
る
と
、
債
権
者
の
債
権
が
回
収
不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
い
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
消
費
者
信
用
実
務
に
詳
し
い
ベ
ン
ダ
ー
判
事
は
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。
差
し
迫
っ
た
危
険
(
債
権
回
収
不
能
)
が
資
産
再
-
評

価
の
形
で
把
握
さ
れ
る
と
、
租
税
支
払
義
務
と
の
関
連
で
銀
行
に
税
制
上

の
利
益
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
銀
行
の
損
失
は
五

0
1
七

O
%填
補
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

さ
れ
る
。
ま
た
、
銀
行
は
回
収
不
能
債
権
を
債
権
取
立
会
社
に
券
面
額
の

(
お
)

約
五
%
で
売
却
す
る
。
従
っ
て
、
信
用
債
権
の
回
収
不
能
に
よ
っ
て
銀
行

に
損
失
が
生
じ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
銀
行
は
、
二
疋
の
損
失
を
コ
ス

ト
と
し
て
予
め
計
算
に
入
れ
、
損
失
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
の
対
策

を
講
じ
て
い
る
の
で
、
銀
行
は
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
を
利
害
得
失
を
計

算
し
た
う
え
で
要
求
し
て
い
る
。

(
2
)
共
同
責
任
者
側
の
動
機

こ
こ
で
共
同
責
任
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
主
債
務
者
の
子
と
配

偶
者
で
あ
り
、
共
同
責
任
を
引
き
受
け
る
動
機
と
し
て
は
、
以
下
の
三
つ

が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
ア
)
忠
誠
心
家
族
や
夫
婦
問
に
は
忠
誠
心
(
戸
。
苫

-55
が
あ
り
、

家
族
か
ら
署
名
を
頼
ま
れ
た
者
は
、
こ
の
よ
う
な
忠
誠
心
に
よ
っ
て
法
律

行
為
の
前
に
通
常
行
な
う
は
ず
の
利
益
・
不
利
益
の
考
量
|
|
合
理
的

意
思
決
定
1

1
を
行
な
わ
ず
、
感
情
を
優
先
さ
せ
て
意
思
決
定
を
行
な

(
鈎
)

、ハノ。
(
イ
)
融
資
か
ら
の
事
実
上
の
利
益
の
享
受

の
た
め
の
融
資
(
取
引
信
用
)
の
場
合
、
夫
の
会
社
経
営
の
成
功
に
よ
っ

て
家
計
運
営
費
が
増
加
す
る
の
で
、
妻
自
身
も
、
融
資
か
ら
事
実
上
利
益

(
刊
)

を
得
て
い
る
。
家
計
運
営
の
た
め
の
物
を
購
入
す
る
消
費
者
信
用
の
場
合

(
引
)

も
同
様
で
あ
る
。
他
方
で
、
父
親
の
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
の
た
め
の
融
資
に

夫
の
会
社
の
経
営
資
金

つ
い
て
子
供
が
保
証
人
と
な
っ
た
場
合
に
、
子
供
に
相
続
財
産
増
加
の
利

益
が
あ
る
と
み
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
見
方
が
分
か
れ
て

(
必
)
いヲ心。(
ウ
)
配
偶
者
に
よ
る
共
同
責
任
が
融
資
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
連
盟
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
政
府
支
援
に
よ
る
独

立
起
業
家
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
配
偶
者
の
共
同
責
任
が
融

資
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
他
方
配
偶
者
へ
の
融
資
を
望
む
者
は
、

(
必
)

共
同
責
任
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。

2

法
律
上
の
背
景

家
族
に
よ
る
共
同
責
任
が
「
現
代
版
債
務
監
獄
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど

深
刻
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
法
律
上
の
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
破
産

制
度
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
九
九
九
年
一
月
一
日
に
新
倒
産
法
(
宮
目
。
ナ

5
5
0
Eロ
ロ
ロ
や
以
下
で
は

I
n
s
O
と
略
す
)
が
施
行
さ
れ
る
以
前
、
和

議
法
(
〈
R
m
-
2
n
z
g丘
ロ
巴
口
開
)
に
よ
る
裁
判
上
の
和
議
手
続
や
破
産
手
続

終
結
の
た
め
の
強
制
和
議
(
旧
ド
イ
ツ
破
産
法
〔
問
。
ロ
W
R
g
a
E呂
場
以

下
で
は

K
O
と
略
す
〕
一
七
=
一
条
以
下
)
に
よ
り
免
責
が
認
め
ら
れ
た
ほ

か
は
、

K
O
に
お
い
て
は
、
債
務
者
(
破
産
者
)
は
、
破
産
手
続
終
了
後

も
残
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

(
K
O
一
六

(
付
)

四
条
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
巨
額
の
共
同
責
任
を
負
っ
た
者
は
、
最
悪
の
場
合

に
は
、
将
来
の
収
入
の
差
押
可
能
部
分
(
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
〔
N
ケ
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研究ノート

(
必
)

〈
己
言
。
見
守
三
ロ
ロ
ロ
m-
以
下
で
は

Z
P
O
と
略
す
〕
八
五

O

c
条
)
に
よ
っ

て
生
涯
に
わ
た
っ
て
債
務
を
弁
済
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

I
n
s
O
の
施
行
に
伴
い
、
残
債
務
免
責
制
度
扇
町
2
2
4

(
必
)

E
E
Z
P
2
5加
)
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
破
産
手
続
に
お
い
て
、

七
年
間
の
誠
実
行
為
期
間
(
要
。
E
5『
z
z
g主
主
中
に
債
務
者
が
意
思

表
示
に
よ
っ
て
給
与
の
差
押
可
能
分
を
受
託
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
、

債
務
者
(
破
産
者
)
に
免
責
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
。
そ
の
た
め
、
法
律

上
、
債
務
者
の
生
涯
に
わ
た
る
債
務
超
過
と
い
う
事
態
は
免
れ
得
る
も
の

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
倒
産
法
施
行
後
も
残
債
務
免
責
制
度
が
実
際
に
機

能
す
る
か
ど
、
っ
か
は
い
ま
だ
に
未
知
数
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
倒
産
実
務
の
今

後
の
展
開
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
九
九
年

以
前
の
家
族
の
共
同
責
任
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
す
で
に
、

残
債
務
免
除
導
入
後
を
も
射
程
範
囲
に
含
め
て
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
主
債
務
者
の
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
設
定
契
約
の
問
題
は
、

九
0
年
代
前
半
の
立
法
過
程
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
信

用
法
(
〈
刊
号
『
g
n
F
R宵

ax寝
室
N
)

の
立
法
過
程
の
公
聴
会
で
は
、
家
族

に
よ
る
共
同
責
任
契
約
に
つ
い
て
消
費
者
信
用
法
の
中
で
規
定
す
る
か
ど

(
灯
)

う
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
否
定
さ
れ
た
と
い
う
。
新
倒
産
法

(
I
n
s

O
)
の
立
法
過
程
で
も
、
主
債
務
者
が
残
債
務
免
責
を
認
め
ら
れ
る
と
き

し
か
し
、

に
は
、
そ
の
主
債
務
者
の
た
め
に
共
同
責
任
者
と
な
っ
た
家
族
を
も
含
む

主
債
務
者
の
家
族
全
体
に
も
免
責
の
効
果
を
及
ぼ
す
べ
き
か
ど
う
か
が
議

(
川
町
)

論
さ
れ
た
が
、
否
定
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
家
族
に
よ
る
巨
額

の
共
同
責
任
の
問
題
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
立
法
者
を
刺
激
し
な
が
ら
も
、

結
局
は
、
私
法
上
の
行
為
へ
の
介
入
に
対
す
る
立
法
者
の
謙
抑
的
態
度
に

よ
り
、
法
の
規
制
を
受
け
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
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B
G
H
八
九
年
諸
判
決
以
前
の
裁
判
実
務
と
学
説
の
反
応

裁
判
例
と
学
説

従
来
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
実
務
で
は
、
債
務
者
が
一
生
か
か
っ
て
利
子
す

ら
完
済
で
き
な
い
こ
と
が
債
権
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
な
割
賦
信
用
契
約

に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
数
年
内
に
負
担
可
能
な
額
を
弁
済
す
れ
ば
残
り

(
刊
)

の
債
務
を
免
責
さ
れ
る
、
と
の
和
解
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
て
き
た
。
他

方
で
、
消
費
者
信
用
取
引
の
利
子
が
著
し
く
高
利
で
あ
る
場
合
に
は
、
暴

利
行
為

(
B
G
B
一
三
八
条
二
項
)
に
基
づ
き
全
部
無
効
と
さ
れ
て
お
に
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
一
九
八
0
年
代
に
入
り
、
債
権
者
か
ら
家
族
の
た
め

に
巨
額
の
債
務
の
共
同
責
任
を
引
き
受
け
た
者
に
対
す
る
債
務
履
行
請
求

訴
訟
や
、
家
族
の
た
め
に
共
同
責
任
を
引
き
受
け
た
者
か
ら
債
権
者
に
対

す
る
契
約
無
効
確
認
訴
訟
が
下
級
裁
判
所
に
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、

下
級
裁
判
所
判
決
の
中
に
は
、
契
約
の
無
効
な
い
し
同
様
の
効
果
を
も
た

1 



近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
責
任
者
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
現
れ

た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
現
象
が
一
九
八
0
年
代
に
現
れ
た
現
象
で
あ
る
と

い
う
数
々
の
文
献
の
指
摘
に
従
い
、
一
九
八
O
年
以
降
B
G
H
八
九
年
諸

判
決
登
場
以
前
の
筆
者
が
入
手
し
得
た
下
級
裁
レ
ヴ
ェ
ル
の
裁
判
例
を
、

そ
の
解
決
方
法
を
整
理
し
て
紹
介
す
る
。

(
1
)
禁
止
法
規
違
反

(
B
G
B
一
三
四
条
〔
G
e
w
O
五
六
条
一
項
〕
)

に
基
づ
く
無
効

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
一
九
八
二
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
判
決

Z
巧
苔
巴
・
∞
2
・
(
後
掲
〈
別
表
I
V
判
例
〔
1
〕
)
は
、
夫
の
消
費
貸

借
債
務
(
夫
の
既
存
債
務
の
弁
済
と
個
人
的
欲
求
の
満
足
の
た
め
に
使
わ

れ
た
)
に
つ
き
連
帯
債
務
者
と
な
っ
た
妻
に
対
し
て
銀
行
が
請
求
し
た
事

案
に
つ
い
て
、
妻
の
署
名
が
夫
の
勧
め
に
よ
り
自
宅
で
行
な
わ
れ
た
こ
と

に
着
目
し
、
営
業
法
(
。
伺
耳
、
四
『
σ
8
a
=ロ
ロ
や
以
下
で
は

G
e
w
O
と
略
す
)

(

日

)

(

臼

)

五
六
条
一
項
六
号
違
反
に
よ
る

B
G
B
一
三
凹
条
違
反
に
基
手
つ
き
、
妻
の

消
費
貸
借
契
約
を
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
判
例
〔
l
〕
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
(
妻
の
共
同
責
任
を
獲
得
し
て
く
る
こ
と
を
銀
行
か
ら
委
任

さ
れ
た
)
夫
は
、
銀
行
か
ら
要
求
さ
れ
た
共
同
責
任
の
件
に
つ
い
て
妻
と

話
し
合
い
、
ま
た
、
銀
行
と
の
融
資
の
交
渉
に
妻
が
関
与
す
る
か
、
交
渉

を
夫
に
委
ね
る
か
に
つ
い
て
夫
婦
で
合
意
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
求
め
ら

れ
る
。
銀
行
の
受
任
者
が
同
時
に
第
二
借
主
の
夫
で
も
あ
る
と
い
う
特
殊

事
情
か
ら
、
必
然
的
に
、
こ
の
よ
う
な
夫
婦
の
準
備
的
な
話
し
合
い
は
、

銀
行
の
事
務
所
で
は
な
く
自
宅
で
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
他
人

で
あ
る
融
資
の
勧
誘
者

(UEssag刊
号
。
『
)
す
な
わ
ち
夫
の
単
な
る

準
備
活
動
か
ら
の
借
主
の
保
護
を
、
妻
に
拡
大
す
る
こ
と
は
賢
明
で
な
い
。

し
か
し
、
妻
に
、
少
な
く
と
も
|
|
消
費
貸
借
契
約
そ
れ
自
体
を
締
結

す
る
場
合
の

l
l
a
不
意
打
ち
か
ら
の
保
護
を
認
め
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ

な
い
」
。
判
例
〔
l
〕
は
、
学
説
か
ら
、
移
動
営
業

(mgn明
白
垣
刊
号
。
)
概
念
な

ら
び
に

G
e
w
O
規
定
の
要
件
・
保
護
目
的
・
保
護
範
囲
に
つ
い
て
の
理

(
日
)

解
を
誤
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
類
似
の
事
案
に
関
す
る

B
G

H
一
九
八
六
年
一

O
月
一
六
日
判
決
N
弓
-
温
少

-
3
u
(判
例
〔

4
〕)

も
、
妻
に
よ
る
共
同
責
任
を
得
ょ
う
と
す
る
夫
の
活
動
は
、
営
業
(
。
中

耳
目
『
宮
)
や
移
動
営
業
(
刃
向
岡
田
町
加
2
、一刊号冊目
)
(
G
e
w
O
五
五
条
)
に
該
当

し
な
い
こ
と
、
夫
は
銀
行
の
履
行
補
助
者
で
な
い
こ
と
、
夫
婦
は
共
に
受

信
者
と
し
て
与
信
者
た
る
銀
行
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
借
入
れ

の
必
要
性
に
関
す
る
自
宅
で
の
夫
婦
の
話
し
合
い
は
銀
行
の
委
任
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
の
で
、
一
方
配
偶
者
に
よ
る
説
明
は
銀
行
に
帰
責
で
き
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
配
偶
者
を
他
方
配
偶
者
に
よ
る
「
精
神
的
威
圧
」
や
「
説

得
の
術
」
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は

G
e
w
O
五
五
条
お
よ
び
五
六
条
の
任

務
で
は
な
い
こ
と
、
以
上
の
こ
と
を
理
由
に
、
夫
の
勧
め
に
よ
っ
て
夫
婦
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研究ノート

の
自
宅
で
署
名
さ
れ
た
共
同
責
任
契
約
を
G
e
w
O
五
六
条
一
項
六
号
違

反
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
。

(
2
)
準
暴
利
行
為

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
基
づ
く
無
効

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
八
四
年
九
月
二

O
日
判
決

N
司

右

主
-
E
S・
(
判
例
〔
3
〕
)
は
、
無
資
産
で
無
収
入
の
妻
が
、
夫

の
割
賦
信
用
債
務
に
共
同
申
込
者

(ESロ
E
加器
--Eロ
)
と
し
て
署
名

し
た
事
案
に
つ
き
、
矧
制
対
司
副
引
制
閥
州
剖
川
劃
刺
剖
謝
伺
瑚
叫
判
ペ
ペ

叫
朝
叫
川
組
制
附
瑚
刺
伺
淵
出
制
引
剖
川
引
割
閣
と
、
伺
樹
剖
州
斗
判
剖

知
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
準
暴
利
行
為

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
よ
っ

(
日
)

て
、
妻
の
消
費
者
信
用
契
約
を
無
効
と
し
た
。
こ
の
法
律
構
成
は
、
現
在

B
G
H
が
採
用
し
て
い
る
判
断
枠
組
の
原
型
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
判
例
〔
3
〕
の
よ
う
に
、
客
観
的
要
件
の
中
で
、
取
引
無
経

験
で
あ
る
共
同
責
任
者
が
共
同
責
任
に
よ
っ
て
著
し
い
過
剰
債
務
と
な
る

こ
と
の
み
を
考
慮
す
る
法
律
構
成
に
対
し
て
批
判
的
な
裁
判
例
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
八
六
年
二
一
月
四
日
判
決

N
弓
苫
∞
y
u
S
(判
例
〔

5
〕
)
は
、
「
こ
の
よ
う
な
事
実
(
資
力
の
乏

し
い
妻
〔
H
共
同
責
任
者
〕
に
よ
る
返
済
が
事
実
上
不
能
で
あ
る
と
い
う

事
実
|
|
筆
者
注
)
は
、
消
費
貸
借
契
約
の
暴
利
行
為
に
よ
る
良
俗
違

反
の
判
断
が
問
題
と
な
る
場
合
(
客
観
的
要
件
と
し
て
、
高
利
に
よ
る
給

付
と
反
対
給
付
の
著
し
い
不
均
衡
が
あ
る
場
合
|
|
筆
者
注
)
に
、
全

事
情
の
評
価
の
枠
内
で
考
慮
す
る
の
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
る
。
判
例
〔
5
〕

は
、
従
来
の
暴
利
行
為
に
関
す
る
裁
判
例
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

(
3
)
B
G
B
二二

O
条
類
推
に
よ
る
無
効

シ
ユ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
一
月
一
一
一
日
判
決

Z
者
石
器
岨
∞
凶
凶
・
(
判
例
〔
9
〕
)
は
、
婚
姻
外
パ
ー
ト
ナ
ー
の
割
賦
信

用
申
込
に
際
し
て
、
「
共
同
債
務
者
」
と
し
て
署
名
し
た
女
性
が
、
銀
行

か
ら
の
執
行
命
令
に
対
し
て
執
行
異
議
を
申
立
て
た
事
案
に
関
す
る
判
決

で
あ
る
。
判
例
〔
9
〕
は
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

B
G
B
一三

O
条
の
趣
旨
は
、
①
社
会
保
障
費
の
軽
減
お
よ
び
健
全
な

労
働
意
欲
の
維
持
と
い
う
意
味
に
お
け
る
市
場
経
済
の
機
能
化
、
②
放
棄

不
能
な
人
権
の
保
護
、
す
な
わ
ち
幸
福
追
求
権
の
保
護
に
あ
る
。
資
産
が

な
く
将
来
の
勤
労
所
得
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
労
働
者
が
、
最
低
限
度
の

生
活
費
を
超
え
る
割
賦
支
払
債
務
を
負
う
場
合
に
は
、
債
務
者
が
即
座
に

遅
滞
に
陥
り
、
遅
滞
し
た
利
子
を
勤
労
所
得
の
差
押
可
能
部
分
か
ら
一
生

弁
済
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
債
権
者
に
予
見
可
能
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
契
約
は
将
来
の
財
産
の
一
部
を
債
権
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
と

事
実
上
問
視
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
巨
額
の
債
務
引
受
に
よ
っ
て
最
低
限

度
の
生
活
以
下
に
押
し
下
げ
ら
れ
た
人
に
つ
い
て
も

B
G
B
=
二

O
条
の

(
日
)

趣
旨
が
妥
当
す
る
。
従
っ
て
、

B
G
B
一一二

O
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
無

効
が
認
め
ら
れ
る
。
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

(
日
)

学
説
で
は
シ
ユ
ヴ
イ
ン
ト
ヴ
ス
キ

1
3
n
F
5
R
O耳目
E
)
が
賛
成
し
た
。

(
日
)

し
か
し
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
以
外
の
下
級
裁
判
所
は
、
勤

労
所
得
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
者
に
も
将
来
の
収
入
が
あ
る
の
で
、
巨
額

の
共
同
責
任
の
引
受
け
と
将
来
の
財
産
の
一
部
の
譲
渡
と
は
問
視
で
き
な

(
印
)

い
こ
と
を
理
由
に
、

B
G
B
ご
二

O
条
類
推
適
用
を
否
定
し
た
。
判
例

〔
9
〕
の
上
告
審
で
あ
る

B
G
H
民
事
第
三
部
一
九
八
九
年
三
月
一
六
日

判
決
富
者

3s--ag・
(
判
例
〔
凶
〕
)
も
、
二
疋
額
を
支
払
う
契
約
上

の
債
務
を
負
う
場
合
に
も
、
一
生
涯
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
た
め
債
務

者
が
勤
労
意
欲
を
失
う
危
険
は
た
し
か
に
存
在
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
危

険
は
個
々
の
場
合
に

B
G
B
一
三
八
条
の
枠
内
で
顧
慮
で
き
、

B
G
B
三

一
O
条
の
適
用
に
よ
り
契
約
の
自
由
全
般
を
制
限
す
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
に
は
足
り
な
い
と
し
て
、

B
G
B
三
一

O
条
の
類
推
適
用
を
否
定
し
た
。

(
4
)
差
押
禁
止
範
囲

(
Z
P
O
八
五

O
c
条
)
の
超
過
に
よ
る
良
俗
違

反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)

リ
ュ

i
ベ
ツ
ク
地
裁
一
九
八
六
年
一
二
月
一
一
日
判
決

Z
』
者
右
∞
メ

志
向
(
判
例
〔
6
〕
)
は
、
夫
婦
が
既
存
債
務
の
借
り
換
え
の
た
め
に
銀

行
か
ら
割
賦
信
用
を
受
け
た
が
、
月
賦
額
が
夫
婦
の
月
収
の
差
押
禁
止
範

囲

(
Z
P
O
八
五

O
C
条
)
を
大
き
く
超
え
て
お
り
、
夫
婦
が
債
務
不
履

行
に
陥
っ
た
の
で
、
銀
行
が
信
用
契
約
を
解
約
し
、
夫
婦
に
対
し
て
履
行

を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
差
押
禁
止
範
囲

(
Z
P
O
八
五

O
c
条
)

を
用
い
て
、
結
果
的
に
、
本
件
割
賦
信
用
契
約
を

B
G
B
一
三
八
条
一
項

に
基
づ
き
無
効
と
判
断
し
た
。
判
例
〔
6
〕
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
Z

P
O
八
一
一
条
以
下
お
よ
び
八
五
O
条
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
(
。

E
E加
O
B

8
R
B『
仏

5

∞E
E四回
『

8EVE--rogas-sp
以
下
で
は

G
G
と
略
す
)

(

ω

)

(

引

)

(

臼

)

一
条
一
項
(
人
間
の
尊
厳
及
び
そ
の
保
護
)
、
同
二

O
条
及
び
二
八
条

(
社
会
国
家
原
理
)
に
基
づ
く
、
個
人
に
対
す
る
国
家
の
憲
法
上
の
保
護

義
務
お
よ
び
注
意
義
務
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

Z
P
O
八
一
一
条

以
下
お
よ
び
八
五
O
条
は
、
私
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
支
払
債
務

に
対
し
て
、
公
法
に
よ
る
強
制
的
な
執
行
限
度
の
直
接
的
基
準
を
与
え
る

も
の
で
は
な
い
:
:
:
が
、
:
:
:
我
々
の
私
法
秩
序
の
基
本
的
な
価
値
判
断

と
密
接
に
関
わ
り
、
少
な
く
と
も
、
一
般
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
経
済

的
負
担
の
程
度
に
つ
い
て
、
確
か
な
根
拠
を
与
え
て
く
れ
る
」
。
本
件
で

は
、
夫
婦
の
月
収
の
差
押
可
能
額
か
ら
月
賦
額
を
支
払
う
と
、
夫
婦
は
、

実
質
的
困
窮
か
ら
自
由
な
生
活
の
保
障
と
い
う
基
本
的
な
憲
法
原
理
と
矛

盾
し
た
状
況
の
下
で
生
活
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
裁
判
所
が

本
件
割
賦
弁
済
の
良
俗
違
反
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と

と
、
本
件
割
賦
弁
済
を
適
法
で
あ
る
と
宣
言
し
て
も
執
行
の
方
法
で
こ
れ

を
貫
徹
す
る
こ
と
が

G
G
一
条
一
項
、
二

O
条
、
二
人
条
を
指
摘
し
て
拒

絶
さ
れ
る
こ
と
と
の
聞
に
、
不
可
解
な
評
価
矛
盾
が
あ
る
。

判
例
〔

6
〕
は
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

G
G
二
O
条
お
よ
び

北法55(1・127)127
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z
p
O八
五
O
条
は
強
制
執
行
の
範
囲
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
強
制

執
行
法
の
保
護
法
規
が
契
約
自
由
を
制
限
す
る
有
効
条
項
と
し
て
適
用
さ

(ω) 

れ
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
債
務
者
の
経
済
的
履
行
能
力
を
超
え
る
債
務

(
似
)

を
生
じ
さ
せ
る
契
約
も
有
効
で
あ
る
の
で

(
B
G
B
二
七
九
条
、

Z
P
O

八
五

O
条
)
、
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
に
は
差
押
禁
止
範
囲

(
Z
P
O

(
的
)

八
五
O
条
以
下
)
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
執
行
保
護
は
債
権
者
の
権
利

行
使
の
制
限
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
は
契
約
関
係
に
あ
る
社
会
的
弱
者
の
保
護

で
は
な
く
、
社
会
的
最
低
限
の
保
護
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
差
押
禁
止
範
囲
は
執
行
手
続
に
お
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
の
で

あ
り
、
従
っ
て
、
契
約
締
結
時
の
事
情
と
差
押
禁
止
範
囲
と
は
無
関
係
で

(ω) 
あ
る
。
(5)
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
債
権
者
の
損
害
賠
償
義
務

ツ
ェ
レ
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
六
月
一
五
日
判
決

Z
』
者
這
∞
∞
・

E
U品・

(
判
例
〔
ロ
〕
)
は
、
父
親
A
の
取
引
債
務
に
つ
い
て
極
度
額
つ
き
の
連

帯
保
証
を
し
た
娘
X
が
提
起
し
た
保
証
無
効
確
認
の
訴
え
に
対
し
て
(
後

に
取
下
げ
ら
れ
た
)
、
銀
行

Y
が
反
訴
と
し
て
提
起
し
た
保
証
債
務
履
行

請
求
訴
訟
に
対
す
る
判
決
で
あ
る
。
判
例
〔
ロ
〕
は
、
保
-
証
契
約
書
に
署

名
す
る
際
に
、

Y
の
従
業
員

B
が
「
あ
な
た
は
保
証
の
署
名
に
よ
り
何
の

債
務
を
負
う
の
で
も
な
く
、
手
続
を
整
え
る
た
め
に
必
要
な
だ
け
だ
」
と

述
べ
た
と
い
う

X
の
抗
弁
を
認
め
、

X
が
契
約
締
結
上
の
過
失

(
B
G
B

二
七
六
条
)
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
獲
得
し
、
こ
れ
に
よ
り
、

Y

は
X
を
保
証
か
ら
解
放
す
る
義
務
を
負
う
と
判
断
し
た

(
B
G
B
二
七
六

(釘

)

(

ω

)

条
、
同
二
四
九
条
)
0

判
例
〔
ロ
〕
は
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
債
権
者
は
、
原
則
的
に
、

保
証
契
約
締
結
時
に
そ
の
リ
ス
ク
を
説
明
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
債

権
者
が
自
ら
保
証
リ
ス
ク
に
関
す
る
保
証
人
の
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
は
、

例
外
で
あ
る
。
保
証
人
が
取
引
に
熟
達
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
、
銀
行
の
従
業
員
は
保
証
人
か
ら
特
別
な
信
頼
を
注
が
れ
る
の
で
、
保

証
人
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
銀
行
の
保
証
条
項
に
記
さ
れ
て
い
る
保
証
責

任
の
過
酷
さ
を
故
意
に
過
小
評
価
し
な
が
ら
説
明
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
銀
行
の
従
業
員
は
、
誤
っ
た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
有
責
と

さ
れ
る
助
言
者
(
切
開
E
R
)
の
役
割
で
助
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
誤
情

報
の
提
供
が
あ
る
場
合
に
は
、
信
用
機
関
が
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
原

(ω) 

則
に
基
づ
き
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J
q
括

北i去55(1・128)128

2 
こ
こ
で
み
た

(
l
)
な
い
し

(
5
)
の
解
決
方
法
の
う
ち
、

(
5
)
を

除
く
も
の
は
、
い
ず
れ
も
、
当
該
条
文
の
本
来
の
要
件
・
目
的
・
射
程
お

よ
び
そ
の
条
文
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
従
来
の
解
釈
か
ら
は
、
か
な
り

無
理
の
あ
る
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
ま
で

共
同
責
任
設
定
契
約
の
効
力
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
破
産
免
責
制



度
の
な
か
っ
た
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
巨
額
の
債
務
負
担
か
ら
共
同

責
任
者
(
債
務
者
)
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
民
法
典
が
予
定
し
て
い
な
い

巨
額
の
債
務
負
担
か
ら
の
共
同
責
任
者
の
実
体
法
上
の
保
護
を
認
め
る
べ

き
で
な
い
と
い
う
立
場
も
根
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
こ
と
か
ら
裏
付

け
ら
れ
る
。

近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
下
級
裁
裁
判
例
(
事
案
の
詳
細
は
〈
別
表
l
v

参
照
。
な
お
、

B
G
H
判
決
一
件
(
判
例
〔

4
〕
)
を
含
む
)
と
、
次
章

で
扱
う
B
G
H
判
決
の
原
原
審
及
び
原
審
判
決
(
〈
別
表
2
〉
参
照
)
を

併
せ
た
合
計
三
O
件
の
裁
判
例
の
う
ち
、
右

(
1
)
な
い
し

(
5
)
の
方

法
で
共
同
責
任
設
定
契
約
の
効
力
の
否
認
や
事
実
上
の
免
責
が
認
め
ら
れ

た
判
決
は
二
一
件
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
判
決
は
一
人
件
で
あ
る
。

こ
れ
を
上
級
地
裁
以
上
の
判
決
に
限
定
し
て
み
て
み
る
と
、
合
計
一
八
件

の
う
ち
前
者
が
一
一
件
(
こ
の
う
ち
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
の

判
決
が
六
件
を
占
め
る
)
、
後
者
が
七
件
(
こ
の
う
ち
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級

地
裁
の
判
決
が
一
一
件
を
占
め
る
)
で
あ
る
。
現
れ
た
数
字
だ
け
で
比
較
す

る
と
、
上
級
地
裁
以
上
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
共
同
責
任
設
定
契
約
の

効
力
の
否
認
を
認
め
る
立
場
と
認
め
な
い
立
場
と
が
、
ど
ち
ら
が
優
勢
と

判
断
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
巨
額
の
債
務
負
担
か
ら
共
同
責
任
者
を
民
法
上
保
護
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
対
立
は
、
次
章
で
検
討
す
る

B
G
H
内
部

(
民
事
第
九
部
お
よ
び
民
事
第
一
一
一
部
対
民
事
第
一
一
部
)
の
対
立
に
持
ち

込
ま
れ
る
。

B
G
H
で
は
、
こ
の
問
題
は
、
家
族
に
よ
る
巨
額
の
共
同
責

任
設
定
契
約
を
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
よ
っ
て
無
効
と

す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
に
形
を
変
え
て
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
前
出
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上

級
地
裁
八
二
年
一
一
月
一
一
三
日
判
決
(
判
例
〔
1
〕
)
お
よ
び
前
出
シ
ユ

ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
八
八
年
一
月
一
一
一
日
判
決
(
判
例
〔

9
〕)

が
、
消
費
者
信
用
問
題
に
関
す
る
立
法
措
置
の
欠
如
を
批
判
し
、
暴
利
行

(
苅
)

為
規
定
の
改
革
案
を
提
示
し
た
ベ
ン
ダ
ー
判
事
が
関
与
し
た
判
決
で
あ
る

(n) 

こ
と
で
あ
る
。
特
に

B
G
B
二
二

O
類
推
説
は
、
暴
利
行
為
に
つ
い
て
主
(η) 

観
的
要
件
の
撤
廃
を
目
指
す
ベ
ン
ダ
ー
判
事
の
発
想
に
整
合
的
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
過
剰
債
務
性
H
決
定
結
果
の
み
に
着
目
し
た
解
決
は
、
莫
大

損
害

(-sEgos-田
)
の
法
理
の
導
入
を
拒
絶
す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て

(
ね
)

は
受
容
さ
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ダ
ー
判
事
の
諸
判

決
の
見
解
は
、
そ
の
独
特
の
発
想
・
解
釈
論
に
よ
っ
て
、
判
例
学
説
の
受

け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
の
問

題
性
を
提
起
し
た
点
で
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
九
)

な
お
、
ベ
ン
ダ
ー
判
事
は
、
八
八
年
の
彼
の
論
稿
に
お
い
て
、
当
初
予

想
さ
れ
て
い
た
外
国
人
労
働
者
で
は
な
く
、
主
婦
が
、
支
払
命
令
や
略
式
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手
続
に
対
し
て
も
っ
と
も
無
防
備
な
人
的
集
団
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
機

関
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
割
賦
信
用
の
場

合
に
共
同
責
任
を
負
っ
た
妻
の
救
済
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
本
稿
で
扱
う
家
族
に
よ
る
巨
額
の
共
同
責
任
は
、
当
時
の
社

会
問
題
で
あ
っ
た
消
費
者
信
用
取
引
に
お
け
る
過
剰
債
務
問
題
の
延
長
線

(
万
)

上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
章

B
G
H
八
九
年
諸
判
決
か
ら
連
邦
憲
法
裁

判
所
九
三
年
決
定
以
前

B
G
H
判
例

B
G
H
民
事
第
九
部
の
見
解

主
債
務
者
で
あ
る
父
や
夫
の
巨
額
の
債
務
の
た
め
に
共
同
責
任
を
引
き

受
け
た
資
力
の
乏
し
い
子
や
妻
が
、
現
実
に
そ
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
と
、

こ
の
者
は
、
長
期
間
(
と
き
に
一
生
涯
)
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
お
よ
び

社
会
福
祉
国
家
原
理
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
最
低
限
度
の
生
活
さ
え
奪
わ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
前
章
(
第
一
章
二

l
(
2
)
)
で
み
た
よ
う
に
、

す
で
に
下
級
裁
判
所
判
決
の
一
部
に
は
、
①
責
任
範
囲
と
共
同
責
任
者
の

経
済
的
履
行
能
力
の
著
し
い
不
均
衡
が
あ
る
こ
と
(
暴
利
〔

B
G
B
二
二

八
条
二
項
〕
の
客
観
的
要
件
に
お
い
て
は
「
給
付
と
反
対
給
付
の
著
し
い

不
均
衡
」
が
要
求
さ
れ
る
)
、
②
共
同
責
任
者
が
そ
の
取
引
無
経
験
に
よ
っ

て
債
務
者
に
対
し
て
劣
後
的
地
位
に
あ
る
こ
と
を
債
権
者
が
認
識
し
て
い

た
こ
と
、
を
要
件
と
し
て
、
準
暴
利
行
為

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に

基
づ
き
、
共
同
責
任
設
定
契
約
無
効
と
す
る
構
成
を
と
る
も
の
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
保
証
事
件
の
管
轄
を
有
す
る

B
G
H
民
事
第
九
部
は
、
最
抵

限
度
の
生
活
は
、
執
行
法
上
の
差
押
禁
止
規
定
あ
る
い
は
新
倒
産
法
に

よ
っ
て
十
分
保
障
で
き
、
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
に

B
G
B
一
三
八
条
一

項
を
「
拡
大
適
用
」
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
自
由
か
つ
平
等
な
社
会
を

求
め
る
基
本
的
要
請
と
矛
盾
し
、
融
資
需
要
者
の
チ
ャ
ン
ス
を
奪
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
民
事
第
九
部
は
、
資
-M

の
乏
し
い
家
族
に
よ
る
巨
額
の
保
証
契
約
の
効
力
を
実
体
法
上
否
定
す
る

こ
と
|
|
と
り
わ
け
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
よ
る
無

効
ー
ー
を
一
貫
し
て
否
定
し
た
。

例
え
ば
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
争
の
発
端
と
な
っ
た

B
G
H
民
事
第

九
部
一
九
八
九
年
一
月
一
九
日
判
決
図
。
Z
N
E少

N
S
H
Z
t
ξ
3
s・
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∞凶
C
・
(
判
例
〔
日
〕
)
は
、
父
(
建
築
会
社
の
業
務
執
行
者
)
の
建
物
建

築
の
公
的
資
金
を
見
込
ん
で
な
さ
れ
た
つ
な
ぎ
融
資
(
三
五
万

M
)
を
担

保
す
る
た
め
、
土
地
債
務
の
設
定
や
母
の
連
帯
保
証
に
加
え
て
、
息
子
二

人
(
一
二
歳
の
大
学
生
と
二

O
歳
の
大
学
入
学
資
格
受
験
生
、
と
も
に
無

資
産
無
収
入
)
が
連
帯
保
証
を
し
た
と
こ
ろ
、
債
権
者
で
あ
る
銀
行
が
、



父
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
き
信
用
契
約
を
解
約
し
、
土
地
債
務
を
実
行
し

た
後
で
、
息
子
ら
に
対
し
て
残
額
二
四
万
三
回
O
O
M
を
請
求
し
た
事
案

に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。
判
例
〔
日
〕
は
、
本
件
連
帯
保
証
契
約
の

B
G

B
一
三
八
条
一
項
に
よ
る
無
効
を
-
認
め
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
息
子
ら
の

他
の
抗
弁
を
審
議
す
る
た
め
に
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
が
、
大
要
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

①
「
私
的
自
治
の
一
部
と
し
て
の
契
約
形
成
の
自
由
に
基
づ
き
、
全
て

の
完
全
な
行
為
能
力
者
は
、
特
に
有
利
な
条
件
の
下
で
し
か
履
行
で
き
な

い
よ
う
な
給
付
義
務
を
負
う
権
利
能
力
を
も
有
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、

客
観
的
に
履
行
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
債
務
者
の
(
主
観
的
)
不
能
は
彼

に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
有
効
性
に
触
れ
な
い

(
B
G
B
三
O
六

(
沌
)

条
)
」
。
②
「
一
八
歳
以
上
の
成
人
で
あ
れ
ば
、
特
別
な
経
験
が
な
く
て
も
、

取
引
に
お
い
て
一
般
に
保
証
の
引
受
け
が
危
険
の
多
い
行
為
で
あ
る
こ
と

を
認
識
で
き
る
」
。
③
保
証
人
が
家
族
に
対
す
る
扶
助
意
識
か
ら
保
証
を

引
き
受
け
る
気
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
債
権
者
が
何
ら
か
の
威
圧

B
E
n
t
を
加
え
た
の
で
な
い
限
り
、
こ
れ
に
よ
り
良
俗
違
反
と
は
な

(π) 

ら
な
い
。
④
債
権
者
が
自
ら
保
証
人
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
き
っ
か
け
を
作

っ
た
場
合
は
別
と
し
て
、
保
証
は
債
務
者
が
一
方
的
に
債
務
を
負
担
す
る

法
律
行
為
で
あ
る
の
で
、
原
則
的
に
、
債
権
者
は
保
証
人
に
対
し
て
説
明

義
務
を
負
わ
な
い
し
、
資
力
調
査
義
務
も
負
わ
な
い
。

そ
の
後
の
類
似
の
事
案
に
関
す
る
諸
判
決
は
全
て
、
判
例
〔
日
〕
が
示

し
た
テ
l
ゼ
①
②
③
④
を
引
用
し
、
保
証
契
約
を
良
俗
違
反

(
B
G
B
一

=
一
八
条
一
項
)
に
よ
り
無
効
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
後
の
諸
判
決
は
、

さ
ら
に
次
の
テ
ー
ゼ
を
付
加
し
た
。
⑤
保
証
契
約
締
結
時
に
保
証
人
が
特

記
す
べ
き
財
産
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
後
の
人
生
は
未
知
で
あ
る

の
で
、
将
来
債
務
を
弁
済
す
る
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い

(
B

G
H
民
事
第
九
部
一
九
九
一
年
五
月
一
六
日
判
決

Z
』巧

-
3ア
N
C
-
凶

H

判
例
〔
幻
〕
)
。
⑥
保
証
は
一
方
的
債
務
負
担
行
為
で
あ
る
の
で
、
保
証
人

が
主
債
務
者
の
経
営
判
断
に
関
与
し
て
い
る
か
、
融
資
か
ら
直
接
利
益
を

受
け
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
(
前
出

B
G
H
民
事
第
九
部

一
九
九
一
年
五
月
一
六
日
判
決
H
判
例
〔
幻
〕
)
。
配
偶
者
に
よ
る
保
証
の

事
例
に
つ
い
て
、
⑦
経
営
資
金
の
た
め
の
融
資
の
場
合
に
は
、
主
債
務
者

か
ら
配
偶
者
へ
の
詐
害
的
財
産
移
転
か
ら
の
債
権
者
保
護
が
債
権
者
取
消

法
や

B
G
B
八
二
六
条
の
立
証
困
難
に
よ
っ
て
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
詐

害
的
財
産
移
転
防
止
目
的
が
債
権
者
に
と
っ
て
正
当
な
利
益
と
な
り
、
夫

婦
の
離
婚
は
保
証
契
約
の
存
続
を
良
俗
違
反
と
す
る
根
拠
と
な
ら
な
い

(
B
G
H
民
事
第
九
部
一
九
九
二
年
一
月
一
六
日
判
決

Z
同者

3
E咽

凶

N
N
-
H
判
例
〔
辺
〕
)
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
民
事
第
九
部
の
見
解
は
補
強
さ

れ
た
。
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と
こ
ろ
で
、

テ
ー
ゼ
④
に
よ
っ
て
、
銀
行
の
保
証
人
に
対
す
る
説
明
義
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務
お
よ
び
情
報
提
供
義
務
は
原
則
的
に
否
定
さ
れ
た
が
、
前
出
ツ
ェ
レ
上

級
地
裁
一
九
八
八
年
五
月
一
六
日
判
決
(
判
例
〔
ロ
〕
)
の
上
告
審
で
あ

る
B
G
H
民
事
第
九
部
一
九
八
九
年
三
月
一
六
日
判
決

Z
者
苔
∞
タ

-ag・
(
判
例
〔
げ
〕
)
は
、
保
証
契
約
書
署
名
時
の
銀
行
の
支
庖
長
に
よ

る
「
た
い
し
た
債
務
で
な
く
、
書
類
の
た
め
に
署
名
が
必
要
な
だ
け
だ
」

と
の
発
言
が
、
保
証
契
約
締
結
当
時
の
主
債
務
者
の
資
力
状
態
を
考
慮
す

る
と
適
切
で
あ
り
、
保
証
人
が
知
っ
て
い
た
経
済
的
危
険
の
判
断
に
な
ん

ら
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
認
定
し
、
さ
ら
に
、
主
債
務
者
の
そ
の
後

の
取
引
の
展
開
と
将
来
の
保
証
責
任
発
生
の
経
済
的
危
険
に
つ
い
て
は
、

保
証
人
が
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
民
事
第
九
部
は
一
貫
し
て
、
主
債
務
者
の
子
や
妻
で
あ

り
、
か
っ
、
年
齢
が
若
く
、
無
資
産
で
無
収
入
な
い
し
低
所
得
の
者
に
よ

る
巨
額
の
保
証
契
約
の
良
俗
違
反
性
と
、
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
者
に
対

す
る
銀
行
の
説
明
義
務
お
よ
び
情
報
提
供
義
務
を
否
定
し
た
。

2

B

G

H
民
事
第
一
一
部
の
見
解

銀
行
取
引
事
件
の
管
轄
を
有
す
る
民
事
第
二
部
も
、
私
的
自
治
の
一

部
を
な
す
契
約
自
由
に
基
づ
き
、
全
て
の
成
人
は
、
自
由
に
、
リ
ス
ク
の

大
き
い
取
引
を
行
っ
た
り
、
過
剰
債
務
と
な
る
ほ
ど
高
額
で
、
特
に
有
利

な
状
況
の
下
で
し
か
履
行
で
き
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
収
入
の
差
押
可
能

分
に
よ
る
長
期
間
の
弁
済
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
な
巨
額
の
債
務
を
負

う
こ
と
が
で
き
る
と
の
原
則
(
前
述
テ
l
ゼ
白
②
)
を
承
認
す
る
点
で
、

民
事
第
九
部
と
出
発
点
を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
、
民
事
第
一
一
部
は
例

外
と
な
る
場
合
を
実
際
に
認
め
た
点
で
、
民
事
第
九
部
と
は
異
な
る
。

そ
れ
が

B
G
H
民
事
第
一
一
部
一
九
九
一
年
一
月
一
一
一
一
日
判
決

Z
』者
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呂
志
・
∞
ま
(
判
例
〔
却
〕
)
で
あ
り
、
夫
の
会
社
の
事
業
拡
大
の
た
め
の

融
資
に
つ
き
重
畳
的
債
務
引
受
を
し
た
専
業
主
婦
(
一
一
六
歳
、
無
資
産
無

収
入
、
職
業
教
育
・
職
業
経
験
な
し
)
が
、
債
権
者
で
あ
る
銀
行
か
ら
一

二
万
六
O
O
O
M
(
原
審
で
約
一
一
万
八
0
0
0
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
)

を
請
求
さ
れ
た
事
案
(
な
お
、
訴
訟
係
属
中
に
夫
婦
は
離
婚
し
、
訴
訟
係

属
時
に
妻
は
子
供
と
共
に
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
)
に
関
す
る
判
決
で

あ
る
。
判
例
〔
却
〕
は
、
「
私
的
自
治
は
自
由
主
義
的
社
会
秩
序
の
構
成

要
素
で
あ
り
、
国
家
は
そ
の
枠
内
に
あ
る
諸
規
定
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
と
り
わ
け
契
約
の
一
方
当
事
者
が
過
度
に
優
位
に
立
つ
た
め

に
契
約
上
の
規
定
を
事
実
上
一
方
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、

私
的
自
治
の
制
限
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
向

の
対
等
性
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
は

B
G
B
一
三
八
条
お
よ

び
他
の
一
般
条
項
を
適
用
す
る
義
務
を
負
う
」
。
そ
し
て
「
借
主
の
経
済

的
な
過
剰
債
務
は
、
そ
の
他
の
特
段
の
事
情
と
あ
い
ま
っ
て
、
総
合
評
価

に
よ
っ
て
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
を
正
当
化
で

(
沼
)

き
る
」
と
述
べ
て
、
著
し
い
過
剰
債
務
を
負
っ
た
共
同
責
任
者
を
、
実
体



近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

一
般
条
項
の
適
用
に
よ
っ
て
救
済
す
る
可
能
性
を
認
め
た
。

本
件
で
は
、
融
資
金
の
使
途
は
も
っ
ぱ
ら
夫
の
事
業
の
た
め
で
あ
り
、

妻
は
そ
の
経
営
判
断
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
、
融
資
の
目
的
で
あ
る
夫

の
事
業
の
成
功
が
結
果
的
に
夫
の
扶
養
義
務
に
寄
与
し
た
と
し
て
も
、
妻

が
当
該
融
資
に
よ
っ
て
直
接
的
利
益
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、

妻
の
個
人
的
事
情
か
ら
、
子
育
て
を
終
え
て
就
職
し
た
と
し
て
も
一
ヶ
月

あ
た
り
一
五
O
O
M
の
利
子
す
ら
支
払
え
な
い
こ
と
が
契
約
締
結
当
時
に

債
権
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
で
あ
り
、
債
権
者
は
当
初
か
ら
弁
済
を
夫
だ

け
に
期
待
し
て
い
た
の
で
、
債
権
者
に
保
護
に
値
す
る
利
益
は
な
い
こ
と
、

夫
か
ら
妻
へ
の
詐
害
的
財
産
移
転
を
防
止
す
る
た
め
に
は
保
護
規
定
(
債

権
者
取
消
法
、

B
G
B
八
二
六
条
)
が
あ
る
の
で
債
権
者
は
保
護
に
値
し

な
い
こ
と
、
債
権
者
は
夫
が
妻
に
対
し
て
婚
姻
関
係
に
基
づ
く
影
響
力
を

行
使
し
て
妻
を
共
同
責
任
者
に
す
る
こ
と
を
融
資
実
行
の
条
件
と
し
、
妻

は
夫
に
I

署
名
に
よ
っ
て
愛
を
証
明
せ
よ
」
と
言
わ
れ
て
拒
絶
す
る
こ
と

を
あ
き
ら
め
た
こ
と
、
以
上
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
、
本
件
重
畳
的
債

務
引
受
契
約
を
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
一
一
一
八
条
一
項
)
に
よ
っ
て
無
効
で

あ
る
と
判
断
し
た
。

そ
の
後
の

B
G
H
民
事
第
一
一
部
一
九
九
二
年
一
一
月
二
四
日
判
決

Z
当

3
3・
M
M
M
・
(
判
例
〔
幻
〕
)
は
、
共
同
責
任
設
定
契
約
が
良
俗
違

反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
と
な
る
場
合
を
次
の
よ
う
に
一
般
化
し
た
。

法
上
、

す
な
わ
ち
、
共
同
責
任
設
定
契
約
が
良
俗
違
反
と
な
る
の
は
、
「
共
同
責

任
設
定
契
約
時
に
共
同
責
任
者
が
そ
の
債
務
を
自
分
の
収
入
や
資
産
で
履

行
で
き
ず
、
か
つ
近
い
う
ち
に
財
産
改
善
の
見
込
み
が
な
く
、
金
融
機
関

が
こ
の
経
済
的
過
剰
債
務
を
認
識
し
て
お
り
、
矧
剖
叫
割
倒
(
傍
線
筆
者
)

が
あ
る
場
合
」
で
あ
り
、
「
特
段
の
事
情
」
と
し
て
、
①
債
権
者
側
が
共

同
責
任
者
の
家
を
不
意
打
ち
的
に
訪
問
し
て
共
同
責
任
の
引
受
け
を
迫
る

こ
と
、
②
他
方
配
偶
者
が
夫
婦
の
愛
情
や
扶
助
意
識
に
訴
え
か
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
精
神
的
強
制
状
態
を
利
用
す
る
こ
と
、
③
署
名
を
単
な
る
形
式

的
な
も
の
と
み
せ
か
け
て
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
を
挙
げ
て

い
る
。
た
だ
し
、
共
同
責
任
者
が
融
資
金
の
使
途
を
主
債
務
者
と
共
に
決

定
し
た
り
、
融
資
金
に
よ
っ
て
取
得
し
た
土
地
の
共
有
者
と
な
る
こ
と
な

ど
に
よ
っ
て
、
共
同
責
任
者
が
主
債
務
を
発
生
さ
せ
る
融
資
か
ら
直
接
的

利
益
を
享
受
す
る
場
合
に
は
、
他
の
要
件
を
全
て
満
た
す
場
合
で
あ
っ
て

も
、
良
俗
違
反
性
が
限
却
さ
れ
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
民
事
第
一
一
部
は
、
債
務
の
著
し
い
過
剰
性
と
共
同
責
任

者
の
決
定
過
程
に
関
す
る
「
特
段
の
事
情
」
を
組
み
合
わ
せ
た

B
G
B
一

三
八
条
一
項
に
よ
る
良
俗
違
反
性
の
判
断
枠
組
を
承
認
し
た
が
、
こ
の
枠

組
の
主
観
的
要
件
は
、
か
つ
て
下
級
裁
の
一
部
(
前
出
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

上
級
地
裁
一
九
八
四
年
九
月
二

O
日
目
判
例
〔

3
〕
等
)
で
定
立
さ
れ
て

い
た
よ
り
も
厳
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
第
一
一
部
は
、
共
同
責
任
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者
が
経
済
的
過
剰
債
務
に
あ
る
こ
と
と
共
同
責
任
者
が
取
引
無
経
験
で
あ

る
こ
と
を
債
権
者
が
認
識
し
て
い
た
り
、
重
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ

た
こ
と
(
判
例
〔

3
〕
参
照
)
で
は
な
く
、
前
記
の
②
③
の
各
事
情
に
よ
っ

て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伺
樹
剖
例
制
劃
叫
矧
剛
劃
倒
割
州
川
利
引
剖
個
剖

誤
ら
せ
た
り
、
共
同
責
任
を
引
き
受
け
る
か
否
か
の
任
意
性
を
低
下
さ
せ

引
創
出
可
判
例
閣
梱
刷
剖
伺
樹
割
削
伺
割
伺
剥
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ

る。

学
説

学
説
に
お
い
て
は
、
八
九
年
の
民
事
第
九
部
諸
判
決
の
登
場
か
ら
刺
激

を
受
け
る
形
で
、
巨
額
の
共
同
責
任
か
ら
主
債
務
者
の
資
力
の
乏
し
い
家

族
(
妻
、
子
)
を
実
体
法
上
救
済
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
生
じ

た
。
学
説
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
、
私
法
秩
序
の
機
能
の
あ
り
方
に
か

か
わ
る
根
本
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
私
的
自
治
(
契
約
自
由
)
と
消
費

者
保
護
(
社
会
的
弱
者
保
護
)
の
境
界
線
の
描
き
方

(
H
取
引
自
由
の
義

務
を
負
う
私
法
秩
序
が
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
保
護
の
程
度
)
の

(
乃
)

問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
い
ず
れ
を
優
先
す
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
共
同
責
任
設
定
契
約
を
実
体
法
上
全
部
無
効
と
し
て
共
同
責
任
者

(
家
族
)
を
救
済
す
べ
き
か
否
か
に
対
す
る
立
場
が
分
か
れ
た
。

な
お
、
当
時
の
学
説
が
想
定
す
る
「
共
同
責
任
者
」
像
は
、

B
G
H
諸

判
決
の
事
案
に
現
れ
て
い
た
よ
う
に
、
主
債
務
者
の
子
や
妻
で
あ
り
、
か

っ
、
年
齢
的
に
若
く
、
職
業
教
育
を
終
了
し
て
い
な
い
か
挫
折
し
て
お
り
、

無
資
産
で
無
収
入
な
い
し
低
収
入
で
、
主
債
務
者
に
経
済
的
・
精
神
的
に

依
存
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

-
契
約
を
実
体
法
上
全
部
無
効
と
す
る
見
解

(
m叩
)

民
事
第
九
部
の
見
解
に
全
面
的
に
反
対
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
の
多
く

は
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
よ
る
全
部
無
効
を
主
張
す
る
。

(
l
)
債
務
の
巨
額
性
H
共
同
責
任
者
の
無
資
力
を
根
拠
と
す
る
見
解

ま
ず
、
ホ
ン
ゼ
ル
(
国
8
8
5
は
、
将
来
の
経
済
活
動
の
自
由
の
全

部
な
い
し
本
質
的
な
部
分
を
奪
う
こ
と
は
良
俗
に
反
す
る
姪
桔

(
E
n
σ
?

北法55(1・134)134

-gm)
で
あ
る
と
し
、
共
同
責
任
者
に
著
し
い
過
剰
債
務
を
も
た
ら
す
共

同
責
任
設
定
契
約
が
桓
桔
に
該
当
す
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
姪
拾
を

も
た
ら
す
よ
う
な
共
同
責
任
か
ら
の
保
護
を
執
行
法
規
定
に
任
せ
よ
う
と

す
る
こ
と
は
、
執
行
法
が
改
正
さ
れ
な
い
限
り
、
共
同
責
任
者
を
生
涯
に

わ
た
っ
て
差
押
禁
止
範
囲
内
で
の
生
活
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
り
、
個
人

の
自
由
な
発
展
に
対
す
る
侵
害
を
承
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

そ
こ
で
、
共
同
責
任
が
共
同
責
任
者
に
と
っ
て
著
し
い
過
剰
債
務
と
な
る

こ
と
が
契
約
締
結
時
に
明
ら
か
に
予
測
で
き
る
こ
と
の
み
を
要
件
と
し
て
、

共
同
責
任
設
定
契
約
を
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
=
一
八
条
一
項
)
に
よ
っ
て

(
剖
)

全
部
無
効
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。



(
2
)
共
同
責
任
者
の
意
思
決
定
侵
害
(
私
的
自
治
侵
害
)
を
根
拠
と
す

る
見
解
し
か
し
、
債
務
の
巨
額
性
の
み
を
根
拠
に
良
俗
違
反
を
導
こ
う
と
す
る

右
見
解
は
、
他
の
学
説
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
学
説
に
お
い
て
は

む
し
ろ
、
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
の
根
拠
を
、
巨
額
の
共

同
責
任
が
、
共
同
責
任
者
の
自
己
決
定
に
で
は
な
く
、
債
権
者
の
他
者
決

定
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
共
同
責
任
者
の
「
実
質
的
」

(
m
U
)
 

私
的
自
治
が
害
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
も
と
め
る
見
解
が
有
力
で
あ

り
、
こ
れ
は
当
時
の

B
G
H
民
事
第
一
一
部
の
立
場
に
も
通
じ
る
も
の
で

近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

あ
る
。配
偶
者
に
よ
る
共
同
責
任
に
つ
い
て
詳
細
な
議
論
を
展
開
す
る
ハ
イ
ン

リ
ク
ス
マ
イ
ア

l

(
国
2
ロ
忌
町
田
5
2
R
)

は
、
共
同
責
任
者
が
無
資
産

(
お
)

(〈

g
E加
叩
ロ
∞

-
O
M
G
Z
F円
)
で
あ
る
事
実
を
客
観
的
要
件
と
し
、
主
観
的

要
件
を
、
銀
行
(
債
権
者
)
が
共
同
責
任
者
の
劣
位
を
利
用
し
て
自
己
の

利
益
の
た
め
に
共
同
責
任
者
の
他
者
決
定
を
導
く
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
「
劣
位
の
利
用
」
と
し
て
は
、
①
情
報
上
の
劣
位
の
利
用
、
②

婚
姻
に
よ
る
結
び
つ
き
の
利
用
、
を
挙
げ
る
が
、
期
剛
司
倒
割
州
伺
割
判

制
矧
倒
ぺ
制
到
刻
ぺ
到
剛
劃
倒
割
削
封
園
調
剖
州
割
樹
剖
川
吋
閲
倒
州
制

覇
割
州
制
寸
引
制
可
制
矧
叫
判
剖
矧
倒
州
利
刷
凶
捌
割
引
判
利
可
制
矧
叫

判
剖
矧
倒
州
利
則
凶
1
出
川
剛
劃
倒
剖
州
酬
明
封
劇
到
剖

U
剖
川
村
叫
剖
叫

(
制
)

な
い
と
引
が
。
①
情
報
上
の
劣
位
の
利
用
と
は
、
情
報
上
優
位
に
あ
る
契

約
当
事
者
が
他
方
当
事
者
の
知
識
不
足
に
自
ら
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
銀
行
が
共
同
責
任
者
に
対
し
て
請
求
す
る
危
険
性
を
小
さ
く
見

せ
か
け
た
り
、
保
証
の
意
思
表
示
や
共
同
署
名
の
意
味
を
純
粋
に
形
式
的

な
も
の
で
あ
る
と
見
せ
か
け
た
り
、
銀
行
が
、
過
剰
債
務
に
よ
っ
て
共
同

責
任
者
が
生
涯
に
わ
た
る
債
務
を
負
担
さ
せ
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
共
同
責
任
者
を
「
だ
ま
し
て
甘
い
汁
を
吸
う
」
こ
と
で

(
お
)

あ
る
。
②
婚
姻
に
よ
る
結
び
つ
き
の
利
用
は
、
婚
姻
に
よ
る
結
び
つ
き
を

利
用
し
た
夫
の
行
為
を
銀
行
に
帰
責
で
き
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
主
債
務
者
で
あ
る
夫
が
妻
に
「
署
名
に
よ
っ
て
愛
を
一
証
明

せ
よ
」
と
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
が
自
己
決
定
が
失
わ
れ
る
ほ
ど
の
精

神
的
強
制
状
態
に
陥
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
く
、
契
約
当
事
者
で
な
い
夫

に
よ
る
意
思
決
定
侵
害
を
銀
行
に
ど
の
程
度
ま
で
帰
責
で
き
る
か
が
問
題

(
お
)

と
な
る
。
そ
こ
で
、
②
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
融
資
が
失
敗
す
る
危
険
に

気
づ
い
て
い
る
妻
に
対
し
て
銀
行
が
特
別
の
威
圧
を
行
使
し
た
り
、
妻
が

夫
か
ら
の
「
道
義
的
威
圧

(Eos-znzgugnr)
」
が
な
け
れ
ば
契
約

を
締
結
す
る
気
に
な
ら
な
い
こ
と
を
銀
行
が
積
極
的
に
認
識
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
「
道
義
的
威
圧
」
を
認
容
し
て
い
る
こ
と
と
、
融
資
の
失
敗

と
こ
れ
に
基
づ
く
生
涯
に
わ
た
る
債
務
負
担
の
危
険
を
銀
行
が
認
識
し
て

(

釘

)

(

叩

∞

)

い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
ハ
イ
ン
リ
ク
ス
マ
イ
ア
l
の
見
解
は
、
当
時

北法55(1・135)135



研究ノート

の
民
事
第
一
一
部
の
立
場
に
も
っ
と
も
近
い
。

ハ
イ
ン
リ
ク
ス
マ
イ
ア
!
と
同
様
に
、
共
同
責
任
者
の
実
質
的
私
的
自

治
侵
害
を
重
視
す
る
ラ
イ
ニ
ケ
(
列
2
E
n宮
)
と
テ
ィ

l
ト
ウ
ケ

(dEHr)
は
、
保
証
契
約
が
保
証
人
が
常
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ

る
片
務
契
約
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
銀
行
は
保
証
人
に
対
し
て
特
別
な

配
慮
義
務
を
常
に
負
っ
て
い
る
と
の
考
え
か
ら
出
発
し
、
そ
の
義
務
違
反

の
効
果
と
し
て
良
俗
違
反
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
は
保

証
人
の
年
齢
や
資
力
を
調
査
す
る
義
務
を
負
う
の
で
、
保
証
責
任
発
生
の

蓋
然
性
が
高
く
保
証
人
が
一
生
涯
債
務
を
負
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
い

う
事
実
か
ら
、
保
証
人
が
そ
の
若
さ
や
無
経
験
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
を
適
切

に
評
価
で
き
な
い
こ
と
を
推
論
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、

(
鈎
)

保
証
契
約
が
良
俗
違
反
に
な
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
前
述
の
ハ
イ
ン

リ
ク
ス
マ
イ
ア

l
の
見
解
の
う
ち
①
情
報
上
の
劣
位
の
利
用
に
相
当
す
る

が
、
良
俗
違
反
を
否
定
す
る
事
実
の
主
張
立
証
責
任
を
銀
行
に
負
わ
せ
る

点
で
、
ハ
イ
ン
リ
ク
ス
マ
イ
ア
l
の
見
解
よ
り
も
良
俗
違
反
が
肯
定
さ
れ

や
す
く
、
共
同
責
任
者
に
と
っ
て
有
利
な
見
解
で
あ
る
。

2

契
約
自
体
を
有
効
と
し
な
が
ら
共
同
責
任
者
の
救
済
を
講
じ
る
見
解

右

(
1
)
の
立
場
に
対
し
て
、
共
同
責
任
設
定
契
約
を
全
部
無
効

(
B

G
B
二
二
八
条
一
項
)
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
共
同
責
任
者
の
保
護
を

原
則
的
に
執
行
法
や
(
一
九
九
九
年
施
行
の
)
新
倒
産
法

(
I
n
s
O
)

(ω) 

と
い
っ
た
手
続
法
上
の
規
定
に
委
ね
よ
う
と
す
る
立
場
も
有
力
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
実
体
法
レ
ベ
ル
で
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
設

定
契
約
の
承
認
を
拒
む
と
(
例
え
ば
良
俗
違
反
に
よ
る
無
効
)
、
与
信
者

た
る
銀
行
が
受
信
者
や
共
同
責
任
者
の
借
り
入
れ
可
能
範
囲
や
こ
れ
に
伴

う
将
来
の
生
活
設
計
を
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
受
信
者
や
共
同

(
引
)

責
任
者
が
広
範
に
わ
た
っ
て
「
禁
治
産
化
」
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

第
二
に
、
融
資
の
目
的
と
な
る
計
画
が
失
敗
す
る
こ
と
は
、
共
同
責
任
設

定
契
約
締
結
時
に
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
の
で
、
共
同
責
任
設
定
契
約

締
結
の
段
階
で
、
実
体
法
的
無
効
と
い
う
強
力
な
効
果
に
よ
っ
て
計
画
が

(
位
)

失
敗
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
を
封
じ
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
立
場
も
共
同
責
任
者
の
救
済
を
完
全
に
放
棄
し
た
わ
け
で

な
く
、
契
約
の
効
力
を
否
定
し
た
り
、
無
効
と
実
質
的
に
同
様
の
効
果
を

生
じ
る
手
段
を
講
じ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
各
論
者
が
救
済
の
根
拠
と
し

て
何
に
着
目
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
債
権
者
と
共
同
責
任
者
と
の
契
約

関
係
に
着
目
す
る
見
解

(
1
)
、
債
権
者
の
共
同
責
任
に
対
す
る
利
益
に

着
目
す
る
見
解

(
2
)
、
主
債
務
者
と
共
同
責
任
者
の
関
係
の
事
後
的
な

解
消
に
着
目
す
る
見
解

(
3
)
と
に
区
別
し
て
整
理
す
る
。

(
1
)
債
権
者
と
共
同
責
任
者
と
の
契
約
関
係
に
着
目
す
る
見
解

(
ア
)
資
力
調
査
・
情
報
提
供
義
務
資
力
調
査
・
情
報
提
供
義
務
と

は
、
共
同
責
任
設
定
契
約
締
結
前
に
債
権
者
が
主
債
務
者
お
よ
び
共
同
責
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

任
者
の
財
産
状
況
を
調
査
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
リ
ス
ク
を
説
明
し

ま
た
は
融
資
を
拒
絶
す
べ
き
義
務
で
あ
る
。
前
述
(
二

l
(
2
)
)
の
ラ

イ
ニ
ケ
と
テ
ィ

i
ト
ゥ
ケ
の
よ
う
に
、
保
証
契
約
に
お
い
て
は
保
証
人
が

常
に
不
利
な
地
位
に
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
債
権
者
は
保
証
人
に
対
し

(
幻
)

て
常
に
特
別
な
配
慮
義
務
を
負
う
べ
き
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

し
か
し
、
学
説
上
一
般
に
、
融
資
に
よ
る
リ
ス
ク
は
主
債
務
者
お
よ
び

(
例
)

共
同
責
任
者
側
で
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
資
力
調
査
・
情
報
提
供

(
侃
)

義
務
は
顧
客
の
自
己
決
定
権
に
対
す
る
甚
だ
し
い
介
入
を
含
む
こ
と
等
か

(%) 

ら
、
こ
の
よ
う
な
義
務
は
原
則
的
に
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
信
用
事
業
法

(
引
)

(
F
a
-
Z
2
8
m
g
g
N
-
以
下
で
は

K
W
G
と
略
す
)
一
八
条
に
よ
っ
て

も
、
借
主
の
側
に
対
す
る
銀
行
の
資
力
調
査
・
情
報
提
供
義
務
は
生
じ
な

い
。
た
だ
し
、
例
外
的
に
、
融
資
目
的
と
な
る
計
画
に
関
す
る
特
別
な
リ

ス
ク
に
つ
い
て
銀
行
が
情
報
上
優
位
に
立
つ
場
合
(
具
体
的
に
は
、
銀
行

(
m
m
)
 

が
融
資
の
目
的
が
失
敗
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
)
や
、
銀
行
が
顧

客
に
対
し
て
さ
ら
に
危
険
な
状
態
を
作
出
し
た
り
、
顧
客
の
取
引
無
経
験

(
川
町
)

を
知
っ
て
こ
れ
を
利
用
し
た
り
し
た
場
合
に
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
基

づ
き
こ
れ
ら
の
義
務
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

(
イ
)
共
同
責
任
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
説
明
義
務
共
同
責
任
の
リ
ス

ク
に
関
す
る
一
般
的
な
説
明
義
務
は
、
保
証
契
約
が
片
務
契
約
で
あ
る
こ

(
間
)

と
、
行
為
能
力
者
で
あ
る
成
人
は
保
証
の
リ
ス
ク
を
十
分
に
認
識
し
て
い

(m) 

る
こ
と
、
保
証
契
約
は
書
面
を
要
求
す
る
要
式
契
約
で
あ
る
こ
と

(
B
G

(

問

)

(

肌

)

B
七
六
六
条
第
一
文
)
が
す
で
に
保
証
の
リ
ス
ク
を
警
告
し
て
い
る
こ
と

(
山
間
)

等
か
ら
、
否
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
①
保
証
責
任
の
発
生
が
あ
る
程
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
想

さ
れ
る
が
、
保
証
人
が
主
債
務
そ
の
も
の
の
具
体
的
な
リ
ス
ク
を
評
価
で

(
防
)

き
な
い
場
合
や
、
②
保
証
目
的
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
保
証
目
的

拡
大
の
結
果
が
契
約
書
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
場

(

附

)

(

即

)

合
や
、
③
銀
行
と
保
証
人
の
聞
に
特
別
な
信
頼
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、

例
外
的
に
債
権
者
が
保
証
人
に
対
し
て
説
明
義
務
を
負
う
と
解
す
る
見
解

が
あ
る
。
ま
た
、
債
権
者
で
あ
る
銀
行
が
自
ら
保
証
人
の
錯
誤
を
惹
起
し

た
場
合
に
説
明
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
学
説
上
広
く
承
認
さ
れ
る
と

(
m
M
)
 

こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
メ
デ
ィ
ク
ス
(
玄
a
E
E
明
)
は
、
金
融
機
関

が
あ
ま
り
に
し
つ
こ
い
方
法
で
勧
誘

(mg白
色

g
g
E口
口
問
符
宮
老
町
?

吉
田
明
)
を
す
る
場
合
に
は
、
書
面
の
必
要
性

(
B
G
B
七
六
六
条
第
一
文
)

に
よ
る
警
告
機
能
お
よ
び
保
証
人
保
護
機
能
が
失
わ
れ
、
債
権
者
の
行
為

の
結
果
と
し
て
生
じ
た
リ
ス
ク
が
保
証
人
の
一
般
的
な
リ
ス
ク
の
上
に
重

(
別
)

な
る
こ
と
と
な
る
と
し
て
説
明
義
務
を
認
め
る
。
ブ
ラ
ン
ド
ナ
ー

(回『

g
E
R
)
は
、
配
偶
者
や
家
族
の
よ
う
に
主
債
務
者
と
同
一
の
生
活

共
同
体
に
属
す
る
者
が
共
同
責
任
を
引
き
受
け
た
場
合
、
銀
行
は
生
活
共

同
体
解
消
(
例
え
ば
離
婚
)
後
も
共
同
責
任
が
存
続
し
続
け
る
こ
と
を
指
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摘
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
の
説
明
義
務
違
反
の
効
果
と
し
て
責
任
免
除
も

(
川
)

あ
り
得
る
と
す
る
。

(
ウ
)
効
果
債
権
者
の
資
力
調
査
・
情
報
提
供
義
務
違
反
や
説
明
義

務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
と
、
共
同
責
任
者
は
債
権
者
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
権
を
取
得
し

(
B
G
B
二
四
九
条
第
一
文
て
ま
た
、
と
き
に
は
免

(
山
)

責
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
実
質
的
に
契
約
無

効
と
同
等
の
結
果
と
な
る
。
し
か
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
効
果
と
し

て
共
同
責
任
者
に
免
責
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
詐
欺
・
強
迫

(
山
)

(
B
G
B
一
二
三
条
)
よ
り
も
強
力
な
効
果
を
認
め
る
点
で
疑
問
視
す
る

(
川
)

見
解
も
あ
る
。

(
2
)
債
権
者
の
共
同
責
任
に
対
す
る
利
益
に
着
目
す
る
見
解

H
・
P
-
ヴ
エ
ス
タ

l
マ
ン
(
出
・
同

y
t
5
2
2
s
gロ
)
は
、
無
資
産
で
無

収
入
の
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
に
対
す
る
銀
行
側
の
利
益
は
詐
害
的
財
産

移
転
の
防
止
に
尽
き
る
と
い
う
観
点
を
出
発
点
と
し
、
こ
の
よ
う
な
共
同

責
任
設
定
契
約
に
つ
い
て
は
、
主
債
務
者
か
ら
の
財
産
移
転
や
、
契
約
締

結
時
に
予
測
で
き
た
職
業
上
・
財
産
上
の
改
善
に
よ
っ
て
、
共
同
責
任
者

が
結
果
的
に
大
き
な
財
産
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
共
同
責
任

者
へ
の
差
押
え
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
合
意
(
請
求
免
除
特
約
官
n
g
s

号
=
。
ロ
習
時
四
口
色
。
)
が
当
事
者
間
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
す
べ
き
で
あ

(
川
)

る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
主
債
務
者
か
ら
財
産
移
転
を

受
け
た
場
合
や
、
相
続
や
宝
く
じ
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
財
産
等
に
よ
っ
て

共
同
責
任
者
が
独
自
の
資
産
や
収
入
を
得
た
場
合
に
し
か
、
債
権
者
の
請

(
山
)

求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

jヒi去55(1・138)138

彼
自
身
は
、
契
約
締
結
後
の
展
開
と
結
び
つ
い
た
解
決
を
可
能
に
す
る

(
川
)

点
を
こ
の
見
解
の
長
所
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
補
充
的
契
約
解
釈
に
よ
る

請
求
免
除
特
約
の
推
定
は
「
完
全
な
擬
制

(
z
s
r
E
E
S
)」
で
あ

(
山
)

る
と
の
批
判
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
見
解
は
、
後
述
す
る
判
例
変
更
後
の

民
事
第
九
部
諸
判
決
(
第
四
章
一

1
(
2
)
)
に
お
い
て
補
助
的
な
枠
組

と
し
て
採
用
さ
れ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ク
ス
マ
イ
ア

l
も
、
債
権
者
が
無
資
力
の
配
偶
者
に
よ
る
共

同
責
任
に
対
し
て
夫
婦
聞
の
詐
害
的
財
産
移
転
防
止
の
利
益
を
有
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
設
定
契
約
の
良
俗

違
反
性
を
例
外
的
に
否
定
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
夫
婦
関
係
の
存
続
を

行
為
基
礎
と
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
婦
の
離
婚
後
は
、
信
義
誠
実
の
原

則
に
よ
っ
て
、
債
権
者
は
も
と
の
契
約
の
保
持
を
要
求
で
き
な
く
な
る
と

し
(
行
為
基
礎
喪
失
)
、
配
偶
者
の
責
任
は
離
婚
前
に
主
債
務
者
か
ら
移

(
川
)

転
さ
れ
た
財
産
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
。

(3)
主
債
務
者
と
共
同
責
任
者
の
関
係
の
事
後
的
な
解
消
に
着
目
す
る

見
解配
偶
者
に
よ
る
共
同
責
任
に
つ
い
て
論
じ
る
ラ
イ
フ
ナ

l
(
m
m
E
R
)



近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

は
、
夫
婦
が
離
婚
し
た
場
合
の
共
同
責
任
設
定
契
約
の
扱
い
に
つ
い
て
、

(
川
)

次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

連
帯
債
務
の
場
合
に
は
、
融
資
金
は
共
同
利
用
さ
れ
、
家
計
収
入
に
不

可
分
に
混
入
す
る
の
で
、
夫
婦
や
家
族
の
よ
う
な
経
済
共
同
体
は
、
銀
行

(
問
)

と
の
連
帯
債
務
の
合
意
の
本
質
的
な
基
礎

(
H
行
為
基
礎
)
と
な
る
。
離

婚
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
共
同
体
に
お
け
る
連
帯
責
任
の
経
済

的
・
社
会
的
意
義
は
変
化
し
、
弁
済
に
対
す
る
共
通
の
不
安
か
ら
、
高
度

の
危
険
を
伴
う
相
互
保
証
へ
と
機
能
が
変
化
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
相
互

保
証
を
要
求
す
る
こ
と
は
公
平
の
観
念
に
合
致
し
な
い
の
で
、
行
為
基
礎

(
凹
)

喪
失
論
を
適
用
し
て
信
用
債
務
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
印
)

連
帯
債
務
は
夫
婦
の
離
婚
に
よ
っ
て
分
割
債
務

(
B
G
B
四
二

O
条
)
と

な
り
、
各
配
偶
者
は
残
債
務
の
う
ち
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ
た
部
分
に
つ

い
て
の
み
弁
済
す
れ
ば
足
り
、
疑
わ
し
い
場
合
に
は
そ
の
割
合
は
半
額
と

(
印
)
(
以
)

な
る

(
B
G
B
四
二
六
条
準
用
)
。

他
人
の
債
務
を
担
保
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
保
証
の
場
合
に
は
、

原
則
的
に
融
資
金
の
共
同
利
用
は
推
定
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
夫
が
借
り

換
え
を
す
る
際
に
妻
(
ま
た
は
婚
約
者
)
が
そ
の
全
額
お
よ
び
夫
の
旧
債

(
民
)

務
の
部
分
に
つ
い
て
保
証
す
る
場
合
や
、
保
証
人
が
主
債
務
者
と
共
同
で

(
四
)

家
計
を
運
営
し
、
融
資
が
家
計
の
助
け
と
な
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
夫

婦
関
係
の
存
続
が
行
為
基
礎
と
な
る
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
本
来
な
ら
ば
共
同
責
任
者
で
あ
る
配
偶
者
が

負
う
べ
き
夫
婦
関
係
の
解
消
に
よ
る
リ
ス
ク
が
債
権
者
に
転
嫁
さ
れ
る
点

に
つ
き
、
夫
婦
関
係
が
存
続
す
る
か
否
か
は
そ
も
そ
も
債
権
者
に
は
わ
か

り
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
債
権
者
が
夫
婦
関
係
の
い
ざ
こ
ざ
に
巻
き
込
ま

れ
る
必
然
性
は
な
い
の
で
、
夫
婦
の
離
婚
に
よ
っ
て
配
偶
者
が
共
同
責
任

(
問
)

を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
不
可
思
議
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

-4括

夫
や
父
の
た
め
に
巨
額
の
共
同
責
任
を
引
き
受
け
た
成
人
し
た
ば
か
り

で
資
力
の
乏
し
い
妻
や
子
を
実
体
法
上
保
護
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、

ま
ず
、
下
級
裁
裁
判
例
(
第
一
章
二

l
)
に
お
い
て
、
肯
定
す
る
も
の
否

定
す
る
も
の
、
そ
の
中
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
種
々
の
法
律
構
成
が
み

ら
れ
た
が
、
こ
の
時
期
の

B
G
H
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
責
任

設
定
契
約
が
良
俗
違
反

(
B
G
B
一
一
一
一
八
条
一
項
)
に
よ
っ
て
無
効
と
な

る
か
否
か
と
い
う
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
た
。

B
G
H
内
部
に
お
い
て
は
、

(
凶
)

民
事
第
九
部
(
及
び
民
事
第
三
部
)
と
民
事
第
一
一
部
は
、
成
人
は
私
的

自
治
に
基
づ
き
リ
ス
ク
の
大
き
い
取
引
を
行
っ
た
り
、
巨
額
の
債
務
を
負

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、

民
事
第
九
部
(
及
び
民
事
第
三
部
)
が
こ
の
原
則
を
貫
い
て
、
こ
の
よ
う

な
共
同
責
任
設
定
契
約
の
良
俗
違
反
や
、
債
権
者
の
共
同
責
任
者
に
対
す
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る
説
明
義
務
を
一
切
認
め
ず
、
著
し
い
過
剰
債
務
か
ら
の
共
同
責
任
者
の

保
護
を
執
行
法
規
定
に
委
ね
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
民
事
第
一
一
部

は
、
「
一
方
当
事
者
が
過
度
に
優
位
に
た
つ
た
め
に
契
約
上
の
規
定
を
事

実
上
一
方
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
私
的
自
治
の
制
限
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
し
て
、
著
し
い
過
剰
債
務
を
負
っ
た
共
同
責
任

者
を
民
法
上
保
護
し
た
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
共
同
責
任
者
の
経
済
的

過
剰
債
務
を
認
識
し
な
が
ら
、
共
同
責
任
者
の
意
思
決
定
に
不
当
に
影
響

を
与
え
た
場
合
に
、

B
G
B
一
三
八
条
一
項
に
基
づ
く
共
同
責
任
設
定
契

約
の
無
効
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、

B
G
H
の
内
部
に
は
実
体
法
上
の

保
護
の
要
否
と
い
う
点
で
対
立
が
あ
っ
た
。

判
例
の
登
場
を
受
け
て
議
論
が
開
始
さ
れ
た
学
説
の
争
点
も
同
様
に
、

こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
者
に
実
体
法
上
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
か
否
か
と

い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
実
体
法
上
の
保
護
を
認
め
る
場
合
の
法
律
構
成
は
、

良
俗
違
反

(
B
G
B
一
三
八
条
一
一
項
)
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
岐
に
わ
た
っ

て
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
共
同
責
任
の
実
体
法
上
無
効
、
す
な
わ
ち

良
俗
違
反

(
B
G
B
一
コ
一
八
条
一
項
)
に
基
づ
く
無
効
を
認
め
よ
う
と
す

る
見
解
の
中
で
は
、
共
同
責
任
者
の
「
実
質
的
」
私
的
自
治
の
侵
害
に
そ

の
根
拠
を
求
め
る
ハ
イ
ン
リ
ク
ス
マ
イ
ア

l
の
見
解
が
、
民
事
第
一
一
部

の
立
場
に
最
も
近
い
と
い
え
る
。
共
同
責
任
者
の
救
済
を
で
き
る
だ
け
執

行
法
に
委
ね
よ
う
と
す
る
見
解
も
、
「
家
族
の
共
同
責
任
」
と
い
う
現
象

に
伴
っ
て
現
れ
る
事
例
的
特
徴
(
契
約
締
結
時
の
債
権
者
の
振
る
舞
い
、

こ
の
よ
う
な
共
同
責
任
を
要
求
す
る
債
権
者
の
目
的
、
共
同
責
任
者
に
よ

る
融
資
金
の
使
途
及
び
家
族
関
係
の
解
消
〔
離
婚
〕
)
に
即
し
て
実
体
法

に
よ
る
救
済
を
限
定
的
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権
者
と
共
同
責
任

者
の
利
益
を
調
整
し
、
融
資
を
受
け
る
た
め
の
担
保
手
段
と
し
て
家
族
の

共
同
責
任
し
か
も
た
な
い
受
信
者
へ
の
融
資
の
可
能
性
を
残
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
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注
(
1
)
新
し
い
中
小
企
業
金
融
の
法
務
に
関
す
る
研
究
会
「
新
し
い
中

小
企
業
金
融
の
法
務
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
〔
平
成
一
五
年

七
月
一
六
日
〕

(
Z
G込
者
若
者

-P白・開
0
・旨
E
9ぞ
え

5
5」
ニ
ヨ
m
E
Eミ同
E

N
O
E
S
-
a
'
-
-
Z
E
〔
平
成
一
六
年
一
月
六
日
現
在
〕
)
四
頁
。
な
お
、

「
第
三
者
個
人
保
証
」
や
「
経
営
者
個
人
保
証
」
の
定
義
は
、
右

研
究
会
報
告
書
に
お
い
て
は
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同

研
究
会
に
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
出
席
さ
れ
た
伊
藤
進
教

授
の
定
義
を
参
照
し
た
。
伊
藤
進
「
保
証
の
法
的
効
力
に
つ
い
て

①
|
|
中
小
企
業
金
融
に
伴
う
保
証
を
中
心
に
|
|
」
銀
法

λ

一
一
一
一
一
号
(
二

O
O
三
年
)
四
頁
。

(
2
)
伊
藤
・
前
掲
注

(
1
)
六
頁

(3)
中
小
企
業
庁
広
報
室
『
平
成
一
五
年
度
版

中
小
企
業
施
策
利



近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

用
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
一
ム
ハ
頁
参
照
。

(
4
)
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
の
創
設
は
、
平
成
一

O

年
八
月
二
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
中
小
企
業
等
貸
し
渋
り
対

策
大
綱
」
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
。
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別

保
証
制
度
は
平
成
一

O
年
一

O
月
一
日
か
ら
平
成
一
三
年
三
一
月
末

ま
で
の
時
限
的
措
置
で
あ
り
、
ま
た
、
最
終
的
な
保
証
承
諾
実
績

は
二
九
兆
円
弱
で
あ
っ
た
。
右
制
度
に
お
い
て
は
、
本
文
で
述
べ

た
無
担
保
保
証
に
お
け
る
第
三
者
保
証
徴
求
免
除
範
囲
の
引
き
上

げ
(
三
五
O
O
万
円
↓
五
0
0
0
万
円
)
の
他
に
、
保
証
限
度
額

の
引
き
上
げ
、
保
証
料
率
の
引
き
下
げ
、
保
証
要
件
の
緩
和
、
審

査
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
の
採
用
等
に
よ
っ
て
、
不

動
産
な
ど
の
担
保
や
第
三
者
の
保
証
の
提
供
の
困
難
な
中
小
企
業

の
た
め
の
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
信
用
保
証
の
提
供
の
た
め
の
要

件
を
緩
和
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
小
企
業
の
資
金
調
達
を
よ
り
容

易
に
し
た
。

金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
及
び
そ
の
運
用
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
「
中
小
企
業
等
貸
し
渋
り
対
策
大
綱
」
(
平
成
一

O
年
八
月
二

八
日
閣
議
決
定
)
の
ほ
か
、
中
小
企
業
庁
事
業
環
境
部
金
融
課
「
中

小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
の
実
績
と
新
た
な
信
用
保
証

制
度
の
運
用
開
始
」
金
法
一
六
一
二
号
(
二
O
O
一
年
)
七
五
頁
、

中
小
企
業
庁
「
施
策
ガ
イ
ド
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証

制
度
の
ま
と
め
」
月
刊
中
小
企
業
五
三
巻
七
号
(
二
O
O
一
年
)

六
O
頁
、
「
特
集
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
へ
の

取
り
組
み
」
信
用
保
証
九
八
号
(
一
九
九
九
年
)
二
頁
以
下
。

(5)
な
お
、
実
際
上
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
経
営
者
の
配
偶
者
に

よ
る
保
証
が
要
求
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
長
年
、

大
阪
府
中
小
企
業
信
用
保
証
協
会
に
お
い
て
信
用
保
証
の
実
務
に

携
わ
ら
れ
た
村
田
利
喜
弥
教
授
の
ご
教
示
を
得
た
。

(
6
)
西
村
信
雄
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
保
証
の
特
徴
と
し
て
、

「
無
償
性
」
と
「
情
義
性
」
が
あ
り
、
「
無
償
性
」
と
は
、
対
価
な

く
し
て
保
証
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
保
証
契
約
の
相
手
方

(
債
権
者
)
だ
け
で
な
く
、
保
証
委
託
の
相
手
方
(
主
債
務
者
、

第
三
者
)
か
ら
も
、
対
価
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
情

義
性
」
は
、
無
償
性
よ
り
も
意
味
が
広
く
、
保
証
人
が
経
済
的
打

算
を
持
た
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
対
価
が
な
い
場
合
の
ほ
か
に
、

間
接
的
に
な
ん
ら
か
の
経
済
的
利
益
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

西
村
信
雄
編
『
注
釈
民
法
(
日
)
債
権

(
2
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九

六
五
年
)
一
五
二
頁
。

(
7
)
こ
の
よ
う
な
事
態
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
今
瞭
美
「
保
証

人
の
保
護
」
長
尾
治
助
・
中
坊
公
平
一
縮
『
セ
ミ
ナ
ー
生
活
者
と

法
』
(
悠
々
社
、
一
九
九
五
年
)
二

O

一
頁
、
長
尾
治
助
「
ク
レ

ジ
ッ
ト
債
務
保
証
人
の
保
護
」
同
一
編
『
レ
ン
ダ

I
ラ
イ
ア
ピ
リ

テ
イ
』
(
悠
々
社
、
一
九
九
六
年
)
三
一
ム
ハ
頁
、
石
田
喜
久
夫
『
消

費
者
民
法
の
す
す
め
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
九
八
年
)
八
八
頁

以
下
。なお
、

日
本
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
が
一
九
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九
七
年
七
月
に
実
施
し
た
全
国
四
一
都
道
府
県
に
お
け
る
破
産
記

録
全
国
調
査
に
よ
れ
ば
、
破
産
理
由
は
、
「
生
活
苦
・
低
所
得
」

二
0
・
七
八
%
、
「
負
債
の
返
済
」
一
三
・
五
四
%
、
「
保
証
債
務
・

第
三
者
の
債
務
の
肩
代
わ
り
L

一
一
一
・
一
九
%
、
「
事
業
資
金
」

一
二
・
一
O
%
、
「
病
気
・
医
療
費
」
一
0
・
七
一
%
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
「
一
九

九
七
年
破
産
記
録
全
国
調
査
」
七
頁
。
こ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、

保
証
人
と
な
っ
た
破
産
者
は
、
実
際
に
主
債
務
者
と
の
い
か
な
る

関
係
に
基
づ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
か
は
明
ら
か

に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
破
産
理
由
の
中
で
保
証
債
務
が
占
め
る

割
合
は
一
割
強
に
の
ぼ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

(
8
)
周
知
の
と
お
り
、
保
証
人
の
保
護
は
、
と
り
わ
け
根
保
証
の
場

合
に
強
く
要
請
さ
れ
る
。
西
村
博
士
に
よ
れ
ば
、
保
証
に
は
、
利

他
性
・
無
償
性
・
未
必
性
・
軽
率
性
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
り
、
根

保
証
に
な
る
と
こ
れ
ら
の
特
徴
が
強
ま
る
と
同
時
に
広
汎
性
・
永

続
性
が
加
わ
り
、
そ
の
た
め
に
保
証
人
保
護
が
要
請
さ
れ
る
(
西

村
信
雄
『
継
続
的
保
証
の
研
究
』
〔
有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
〕
八

O
頁
以
下
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
責
任
制
限
に
つ

い
て
重
要
な
の
が
広
汎
性
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
保

証
人
保
護
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
広
汎
性
な
ど
を
理
由
に

債
権
者
に
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
が
課
さ
れ
、
そ
の
義
務
違

反
に
基
づ
き
保
証
人
を
保
護
す
る
の
で
あ
る
(
西
村
信
雄
『
継
続

的
保
証
』
一
二
九
頁
以
下
。
)

(9)
平
野
裕
之
「
保
証
契
約
に
お
け
る
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る

義
務

(
1
)
、
(
2
)
、
(
3
)
、
(
4
)
」
法
律
論
叢
七
四
巻
一
号
一

頁
以
下
(
二
O
O
一
年
)
、
七
四
巻
六
号
二
二
三
頁
以
下
(
二
O

O
二
年
)
、
七
五
巻
一
号
一
七
頁
以
下
(
二
O
O
二
年
)
、
七
五
巻

五
・
六
号
二
七
頁
以
下
(
二
O
O
コ
一
年
)
o

ま
た
、
消
費
者
保
証

の
情
義
性
と
い
う
特
性
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
契
約
の
特
性
、
両
当

事
者
聞
の
専
門
知
識
の
量
が
大
き
く
隔
た
る
と
い
う
特
性
、
約
款

取
引
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
金
融
機
関
で
あ
る
債
権
者
に
保
証

人
へ
の
説
明
義
務
を
課
そ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
道
垣
内
弘
人

「
保
証
契
約
の
成
立
に
と
も
な
う
説
明
義
務
」
民
研
五
二
三
一
号
(
二

0
0
0
年
)
=
一
頁
以
下
。

(
叩
)
小
杉
茂
雄
「
保
証
債
務
成
立
に
関
す
る
一
考
察
(
二
、
(
一
了

完
)
」
阪
法
一
一
一
一
号
四
四
頁
以
下
(
一
九
七
九
年
)
、
一
一
五
号

二
五
一
頁
以
下
(
一
九
八
O
年
)
、
長
尾
治
助
・
前
掲
注

(
7
)

二
二
六
頁
以
下
。

(
日
)
下
森
定
「
保
証
・
物
上
保
証
契
約
の
締
結
と
銀
行
の
情
報
提
供

義
務
(
下
)
」
民
研
四
八
九
号
(
一
九
九
八
年
)
一
八
頁
。

(
ロ
)
ド
イ
ツ
語
の
〉

a
s
E
m
m
や

E}回
目
〉

anvcユ
需
は
、
日
本
語

に
直
訳
す
る
と
親
族
や
近
親
者
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
巨
額
の
債
務
の
共
同
責
任
を
引
き
受
け
て
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
債
務
者
の
配
偶
者
や
成
人
し
た
ば
か
り

の
子
の
事
例
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
〉
呂
町
宮
。
ー
な
や

E
宮
〉
呂
町
宮
笠
宮
と
い
う
言
葉
の
中
で
実
質
的
に
把
握
さ
れ
て
い
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

る
の
は
、
親
族
や
近
親
者
よ
り
も
狭
い
「
家
族
」
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
〉
ロ
加
n
u
E加
何
や

E
宮町〉ロ
m
m
z
E
m
m
を
「
家
族
」

と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

(
日
)
こ
の
用
語
法
は
、
こ
の
問
題
の
先
行
研
究
で
あ
る
児
玉
教
授
に

な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
共
同
責
任
設
定
契
約
」
に
よ
っ

て
発
生
し
た
保
証
や
連
帯
債
務
を
「
共
同
責
任
」
と
呼
ぶ
。
児
玉

寛
「
無
資
力
近
親
者
に
よ
る
共
同
責
任
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
」

法
雑
四
一
巻
四
号
(
一
九
九
五
年
)
六
七
四
頁
。

(
U
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
三
年
一

O
月
一
九
日
決
定

Z
を

-
由
主
曲
以
・
(
後
掲
〈
別
表
3
〉
判
例
〔

μ
〕)

(
日
)
メ
デ
ィ
ク
ス
(
富
a
W
5・
0
5
5
0品目白
m
∞
n
E
E
E『2
4・
mmnzl

ι0開ヨ釦江田口『回目白
σ白ユ切開
Eロ
m
g
N巴門司ロ〈同門田巳【。口。
B
B
F
B
m
m
n
E四円】四円

切
g
r
m町田町
F
t
D
P
F口
一
切
g
-
q
o
n
Z
2
a
-
3
N・
〉
E持
-tg口開，

E
E

回日同門
E口
開
国
間
る
お
宮
町
ロ
色
町
『
穴
BR同
HE=出
Z
E
B
-
-
0
5
B
O色
町
百
四
回
n'

z
z
g
E
P
∞
∞
∞
)
は
、
債
務
監
獄
の
歴
史
的
意
義
と
し
て
、
か

つ
て
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
弁
済
を
し
な
い
債
務
者
に
対
す
る
執
行

措
置
と
し
て
、
債
務
奴
隷
状
態
(
臼
n
E
E
E
R
F
Z
E岱
)
と
共
に
、

債
務
監
獄
(
印

n
E
5
z
E
)
に
お
け
る
監
禁
措
置
が
あ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
る
と
、
債
務
奴
隷

は
、
債
務
者
を
債
権
者
の
奴
隷
と
し
て
働
か
せ
て
債
務
を
弁
済
さ

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
務
監
獄
は
監
禁
さ
れ

た
債
務
者
に
労
働
に
よ
っ
て
債
務
を
弁
済
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

投
獄
前
に
は
債
務
監
獄
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
恐
怖
心
か
ら
債
務

者
が
貯
蓄
を
債
務
弁
済
に
回
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
効
果
、
投
獄

後
に
は
そ
の
家
族
が
債
務
者
を
解
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
債
務
監
獄
の
費
用

は
債
権
者
が
負
担
す
る
の
で
債
務
監
獄
へ
の
監
禁
は
短
期
間
で
あ

り
、
一
生
涯
と
い
う
ほ
ど
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い、っ。

(同

)
B
G
B
一
三
一
八
条
〔
良
俗
違
反
の
法
律
行
為
一
暴
利
行
為
〕

一
項
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
。

二
項
と
く
に
相
手
方
の
強
制
状
態
、
無
経
験
、
判
断
力
の
欠
如

ま
た
は
重
大
な
意
思
薄
弱
を
利
用
し
て
、
あ
る
給
付
に
対
し
自
己

ま
た
は
第
三
者
に
財
産
的
利
益
を
約
束
ま
た
は
提
供
さ
せ
る
法
律

行
為
は
、
そ
の
財
産
的
利
益
が
給
付
に
対
し
て
著
し
い
不
均
衡
に

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
以
下
の
部
分
で
引
用
す
る

B
G
B

の
条
文
も
含
め
、

B
G
B
の
条
文
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
柚
木
馨

編
(
高
木
多
喜
男
補
遺
)
『
濁
逸
民
法
〔
l
〕
民
法
総
則
〔
復
刻
版
〕
』

(
有
斐
関
、
一
九
五
五
年
)
、
椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編
「
ド
イ
ツ
債

権
法
総
論
』
(
日
本
一
評
論
社
、
一
九
八
八
年
)
、
右
近
健
男
編
『
注

釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』
(
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
)
、
椿
寿
夫
・
右
近

健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
不
当
利
得
・
不
法
行
為
法
』
(
三
省
堂
、
一

九
九
O
年
)
を
参
照
し
て
い
る
。

(
口
)
有
限
会
社
(
。
ョ
σ出
)
の
社
員

320=田
口
宮
内
百
)
に
よ
る
会
社

債
務
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
二

l
(
2
)
参
照
。
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(
時
)
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
保
証
人
が
所
有
す
る
土
地
に
つ
い
て

は
す
で
に
設
定
さ
れ
て
い
た
土
地
債
務
の
負
担
額
が
土
地
の
価
値

を
超
え
て
い
る
の
で
資
産
価
値
と
し
て
考
慮
で
き
な
い
と
し
た
う

え
で
、
保
証
人
の
収
入
(
月
収
総
額
六
五
O
O
M
)
と
資
産
(
約

一
万
八
O
O
O
M
)
で
は
、
「
九
八
六
万
M
の
被
保
証
債
務
に
つ

き
順
次
発
生
す
る
利
子
を
、
差
押
可
能
な
収
入
お
よ
び
財
産
か
ら

負
担
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
」
と
し
て
、
極
端
な
過
剰
債

務
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
。
そ
し
て
「
経
験
が
あ
り
か
つ
取
引

に
熟
達
し
た
人
も
、
配
偶
者
と
の
感
情
的
結
び
つ
き
か
ら
経
済
的

に
著
し
い
過
剰
債
務
を
も
た
ら
す
よ
う
な
債
務
を
引
き
受
け
得

る
」
の
で
、
本
件
に
お
い
て
、
保
証
人
が
主
債
務
者
の
従
業
員
と

し
て
働
い
て
お
り
取
引
経
験
が
あ
り
夫
の
代
理
人
と
し
て
主
債
務

者
の
建
て
直
し
に
関
す
る
話
し
合
い
に
参
加
し
た
と
い
う
事
実
は
、

主
債
務
者
の
経
済
的
意
味
で
の
単
独
所
有
者
で
あ
る
夫
と
の
感
情

的
結
び
つ
き
に
よ
り
保
証
を
引
き
受
け
た
と
い
う
推
定
を
覆
す
も

の
で
は
な
い
と
し
た
。
以
上
に
基
づ
き
、
本
件
保
証
契
約
の
良
俗

違
反

(
B
G
B
一
三
人
条
一
項
)
に
よ
る
全
部
無
効
を
認
め
た
の

で
あ
る
。

(
叩
)
こ
の
議
論
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

一
九
九
四
年
上
半
期
ま
で
の

B
G
H
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

裁
判
例
を
紹
介
・
分
析
す
る
研
究
と
し
て
、
児
玉
寛
・
前
掲
注

(
日
)
六
七
三
頁
が
あ
り
、
さ
ら
に
九
七
年
頃
ま
で
の
裁
判
例
お

よ
び
学
説
を
紹
介
・
検
討
す
る
研
究
と
し
て
、
佐
藤
啓
子
「
近
親

者
の
た
め
の
保
証
契
約
と
良
俗
性
|
|
特
に
親
子
関
係
の
あ
り
方

を
め
ぐ
っ
て
」
東
京
商
船
大
学
研
究
報
告
(
人
文
科
学
)
四
人
号

(
一
九
九
八
年
)
六
一
頁
、
同
「
妻
の
保
証
意
思
と
周
辺
事
情

l
l

近
親
者
の
た
め
の
保
証
契
約
と
良
俗
性
そ
の

2
」
東
京
商
船
大

学
研
究
報
告
(
人
文
科
学
)
四
九
号
(
一
九
九
八
年
)
七
一
頁
が

あ
る
。

(
却
)
原
田
昌
和
「
巨
額
な
共
同
責
任
の
反
良
俗
性
!
|
ド
イ
ツ
良
俗

則
の
最
近
の
展
開
|
|
(
ご
、
(
二
・
完
)
」
論
叢
一
四
七
巻
一

号
二
四
頁
(
二

0
0
0
年
)
、
一
四
八
巻
一
号
八
五
頁
(
二

0

0

0
年
)
、
同
「
極
端
に
巨
額
な
保
証
債
務
の
反
良
俗
性
|
|
ド
イ

ツ
良
俗
則
の
最
近
の
展
開
・
そ
の
こ
|
|
(
二
、
(
二
・
完
)
」

論
叢
一
四
八
巻
二
号
一
八
頁
(
二

0
0
0
年
)
、
一
四
九
巻
五
号

四
六
頁
(
二

O
O
一
年
)
。
こ
の
論
文
の
書
評
と
し
て
、
吉
村
良

一
「
民
法
学
の
あ
ゆ
み
」
法
時
七
四
巻
七
号
(
二
O
O
二
年
)
八

一頁。

(
幻
)
児
玉
・
前
掲
注
(
日
)
六
七
四
真
。

(
辺
)
土
口
村
・
前
掲
注
(
却
)
八
三
頁
。
こ
の
書
評
は
原
田
・
前
掲
注

(
却
)
各
論
文
の
意
義
も
こ
の
点
の
分
析
に
あ
る
と
す
る
。

(
お
)
な
お
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
主
債
務
者
の
近
親
者
(
家
族
、

親
成
、
友
人
)
が
、
主
債
務
者
と
の
特
別
な
関
係
の
み
か
ら
経
済

的
打
算
に
よ
ら
ず
に
引
き
受
け
る
保
証
を
い
わ
ゆ
る
情
義
的
保
証

と
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
保
証
人
を
情
義
的
保
証
人
と
呼
ぶ
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

(M)
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
九
年
六
月
一
九
日
判
時
一
九
二
四
号

九
八
号
参
照
。

(
お
)
伊
藤
進
教
授
に
よ
る
と
、
主
要
銀
行
に
お
い
て
は
、
①
債
務
者

の
代
表
者
な
ど
経
営
に
深
く
関
与
し
経
営
内
容
に
責
任
を
負
っ
て

い
る
者
、
②
実
質
的
に
債
務
者
の
経
営
を
支
配
し
意
向
を
経
営
内

容
に
反
映
で
き
る
者
、
引
出
制
到
斗
叫

U
引
倒
剰
剖
剛
樹
叫
引
伺

刷
引
叫
判
例
倒
胡
剖
剖
州
司
川
副
朝
、
④
債
務
者
の
信
用
力
の
み

で
は
与
信
取
引
が
十
分
に
可
能
と
は
い
え
な
い
と
き
に
、
特
定
の

個
人
資
産
の
裏
付
け
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
与
信
取
引
を
行
な
う

場
合
の
特
定
の
個
人
、
に
つ
い
て
保
証
が
徴
求
さ
れ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
伊
藤
・
前
掲
注

(
1
)
六
頁
。

(お

)
B
G
B
八
二
六
条
〔
良
俗
違
反
の
故
意
に
よ
る
加
害
〕
善
良
の

風
俗
に
反
す
る
方
法
で
他
人
に
対
し
故
意
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、

そ
の
他
人
に
対
し
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

(
幻
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
三
年
一

O
月
一
九
日
決
定
回
〈
町
民
。
間

S
-
M
E
H
Z同
者
】
由
主
唱
凶
晶
・
(
判
例
〔

M
〕
)
。
初
期
の
学
説
で
、
こ

の
目
的
の
存
在
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
戸
司
・
者
自
己
2
5
8
P

〈
刊
号
巳
同
開
口
目
立
出
n
F
8ロ
amw
司
穴
同
町
住
江
口
問
門
戸
百
四
回

σ包
品
開
門
〈
伺
『
関
与
伺
〈
。
=

〈
2
g
g
n
F
n丘由同庁
F刊ロ
1
0
0明言
F
E
R
F
0
0
2ロ
emp加刊
P
N
Z
m
-
3

(苫∞。
y
-
M
凶
4
E
P
∞
『
白
口
内
宮
町
戸
〈
2
F白-gE凹1
t
n
F
5
2
込町『穴『問自

門誌江口田門戸門
E
O
F
2
ι
R
〈
合
間
酔
σ刊
〈
。
=
〈
刊
『
σ司白
znE四
件
『
白
色
お
ロ
|
戸
包
忌
ロ
ナ

刊口
Smw
『閉山刊
nE門出向再開
nzz口開
-
N国
岡
山
-
凶
凶
(
-
双
山
。
)
L
A
H
Y
G由一

m
n
T伺『
F
C
'

σ開『同国広岡田国柏町〈
mgnEE-己
Eロ
m
σ
2
回
E『加山口『白一宮間
S
E
E
R】穴同町門出
g
z小

E
E
g
o
-
者
冨

3
唱0
・
g
-
∞
唱
一
関
口
Z
E
-
回白骨
2
8
E
m
P
E
E
g叶

l
N
Z

富
喜
島
ロ
ロ
明
白
同
国
g
r
r『
白
色
号
さ
ロ
〉
ロ
加
m
Z
C
D
m
m
p
N司

-
3
f
A宇宙凶-

h
F

唱凶・消
費
者
信
用
法
(
〈
刊
号
g
g
n
z
q
w同
色
話
2
2
N

一
九
九
一
年
一

月
一
日
施
行
)
の
立
法
過
程
に
お
け
る
公
聴
会
(
〉
ロ
E

E口
問
)
に

お
い
て
、
銀
行
側
が
こ
の
目
的
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る

(因。
-B号
芝
∞
四
町
民
間
四
ア

u
g
〈刊号『白己
n
E
R
r『色町加伺凹
mR-
〉
ロ
毛
田
】

-3Mゆ
5
2
0メ)。

但
し
、
消
費
者
信
用
の
場
合
に
は
詳
害
的
財
産
移
転
防
止
目
的

は
無
意
味
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
扇
町
E
R
N
E
∞
E
E
E
S
号『

開『刊号釦巴刊ロ

σ
g
g
列何回同町田町四品目
F
E一
m
m
n
u
z
g
Z同n
z
m
E
N
E
g
〈
刊
号
'

S
E
E
m
g
n
F
E
R
-
-
温
∞
-
∞
ご
・
己
)
。
ま
た
、
不
動
産
取
得
の
た
め
の

融
資
の
場
合
に
も
、
当
該
不
動
産
そ
れ
白
体
に
土
地
債
務
や
抵
当

権
に
よ
る
担
保
が
設
定
さ
れ
る
た
め
、
詐
室
口
的
財
産
移
転
防
止
目

的
が
無
意
味
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
(
〉
号
叩
『
回
目
司
g
N
m
Y
盟
問

玄
E
g
D
E口
間
口
島
町
『
〉
ロ
mmz。
a
m
s
E『
関
門
刊
仏
国
円
四
円
四
四
回
国
言
明
再
開
n

Z
E
E
m
a
-
-
3少
ま
『
・
)
。

(
お
)
〉
忌
m
a
'
p
g
N
m
r
p白・
0
・
(
E
-
N
3・
U
9
n
F
n
-
E
O
E
P
E
n
a，

rnロロ
σ臼
ロ
ロ
S
E包囲
nF刊切
E
G∞ny目
JF-申唱∞-∞
-

A

凶∞-

(
却

)
B
G
B
一
三
七
二
条
〔
そ
の
他
の
場
合
の
剰
余
金
清
算
〕
一
方

配
偶
者
の
死
亡
以
外
の
方
法
で
夫
婦
財
産
制
が
終
了
し
た
場
合
、

B
G
B
一
三
七
三
条
か
ら
一
三
九

O
条
の
規
定
に
よ
り
、
剰
余
金

が
清
算
さ
れ
る
。
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(却
)
B
G
B
一
三
七
八
条
〔
清
算
請
求
権
〕
一
項
一
方
配
偶
者
の

剰
余
金
が
他
方
配
偶
者
の
剰
余
金
を
上
回
る
場
合
に
は
、
超
過
剰

余
の
半
分
は
清
算
請
求
権
と
し
て
他
方
配
偶
者
に
帰
属
す
る
。

(
出
)
〉
-
t
n
a
a
同
H
B
ロ
N
目
f
p
p
。
・

2
ロ-NJ3・∞-a一N『・

(
お
)
刃
包
E
R
玄
喜
色
己
口
関
与
開
門
開
Z
E
E
-
B
回
g
r
r
g
吾
E
E
『
個
目
n
E
D

ロ
ロ
色
。
g
E
5
5
5

町一色
E
n
z
m
E
ロ
加
国
円
刊
n
F
F
N司

-30・
お
斗
咽

品
M
斗
な
お
、
政
府
支
援
に
よ
る
独
立
起
業
家
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
基
づ
く
融
資
の
場
合
に
も
、
配
偶
者
に
よ
る
共
同
責
任
が
要
件

と
な
る
。
E
n
E
E
E
n
a
g
切
E
E
g
E
E
虫
色
巴
同
国
田
町
z
q
考
古
田
n
E
m

E
吋
含
加
国
加
g
r
8
E
-
'
p
o
加
S
B
E
N
巴
『
g
a
s
-
E
加
田
町
-
Z
吾
昼
間
句

史
5
2
N
S
E
R
E
益
g
回
ロ
ロ
島
町
田
窓
口
色
町
ヨ
=
ロ
仏
国
主
百
(
者
。
回
円
)
〈
O
ロ

a
・
5
・
-
@
唱
h
f
∞
S
N
-
Z
円
・
=
唱
〈
。
E
M
唱
・
a
・
】
占
x
w
h
f
u
p
同
》
『
。
m
，

S
B
B
ユ
n
F
円
-
E
n
B
『
円
H
a
巴開
E
r
e
-
z
-
z
z
p
'
p
o
加
E
S
B
色
町
田
切
ロ
ロ
'

円
H
a
s
s
-
2
8
E
吉
田
毘
円
者
吉
田
町
Z
3
N
ロ
円
思
丘
町
『
ロ
ロ
加
田
町
-
Z
同
H
F
E
宙
開
吋

開
い
同
町
内
向
山
口
N
g
g
号
ロ
ロ
2
2
切
口
邑
目
的
窓
口
色
町
E
E
E
回
向
ユ
ヨ
(
。
5
5
=

5
・
p
-
沼
v
p
回
g
N
-
Z
ユ
∞
】
〈
O
ロ
M
凶
・
唱
・
]
市
x
v
p
凶
m
-
〈
m
F
E
E
n
F
関
伺
『
-
P

U
ぽ
出
血
町
宮
口
問
巳
ロ
r
o
s
g
四
回
目
開
n
Z
垣
白
n
y
m
『
ロ
ロ
色
〈
白
口
出
ん
い
問
。
口
出
-
。
凹
刊
円

〉
呂
町
宮
笠
間
四
『
σ
四
国
民
『
g巴
n
F
伺
刊
号
丘
2
2
0
邑
m
u
g
-
U
N
tそ見

}⑤唱岱唱。岨
-
0
・

(お

)
p
rュ
・
白
・
曲
・
0
・
(
E
-
M
叶
)
唱
者
玄

-30・
∞
凶
・
∞
∞
一
〉
円
σ
n
a
'
p
g
N
m
f

回
-
白
・
。
・
(
司
ロ
-
M
3
・
J
3
R
-
一
円
U
F
g
品
。
E
T
H
E
・

o・(同U口・Mg咽印吋一N・

し
か
し
、
例
え
ば
、
共
同
責
任
設
定
契
約
当
時
無
資
力
の
妻
に

つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
シ
ユ
ピ
ン
ト
ヴ
ス
キ

l

(MnF
豆
2
0
5
E
咽
開
当
局
間
吋
虫
回
。
∞
-
3
N
-
一
N
出
咽
一
N
Z
・
)
は
、
契

約
締
結
時
に
無
資
力
で
あ
る
(
無
職
で
あ
り
、
か
っ
、
子
育
て
中
)

妻
が
共
同
責
任
者
と
な
る
場
合
、
子
育
て
を
終
え
た
後
に
多
く
の

妻
が
再
就
職
を
す
る
の
で
、
債
務
を
全
く
履
行
で
き
な
い
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
他
方
で
、
ア
ル
パ
ス

H
フ
レ
ン
ツ
エ

ル
(
旨
σ
g
'
F
O
R
m
-
-
2
0
・
(
E
・
5
y
m
斗
∞
〔
)
は
、
妻
が
再
就

職
す
る
と
し
て
も
元
の
職
に
戻
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
で
終
わ
る
こ
と
が
多
く
、
再
就
職
後
の
収
入
が
差
押
禁

止
範
囲

(
Z
P
O
八
五

O

c
条
)
に
達
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
再
就
職
後
の
収
入
に
よ
る
債
務
の
履
行
の
可
能
性
は
、
当
該

共
同
責
任
者
の
子
供
の
人
数
・
資
格
の
有
無
・
年
齢
な
ど
に
か

か
っ
て
い
る
と
い
う
。

(M)
円
以
g
s
o
E
F
白
血
・
0
・

qロ
-
N
S
・
M
-
M
U
-
∞
N
R
・

(
お
)
穴
ロ
E
再
開
ア
白
・
白
・
。
・
(
明
ロ
-
M
3
・
N弓

3
2咽
A
H
A
W
凶
温
品
川
町
凶
・
ミ
ユ
ン
ス
タ

i

マ
ン
(
玄
5
2
2
B
S
F
〉
口
B
E
S
F
。
宮
E
E
n
z
p
〈
・
斗
・
5
・
H
申告

E
色
。
戸
。
玄
E
n
z
g
-
〈
出
・
叶
・

3
∞
∞
岨
者
ロ
回
ご
む
σ
・
1

叶
・
∞
∞
・
)
は
、

無
職
ま
た
は
低
所
得
の
妻
は
、
出
家
計
の
運
営
に
お
い
て
「
家
族
収

入
」
の
大
部
分
を
管
理
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
な
だ
け
倹
約

す
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
婦
共
同
の
債
務
を
履
行
で
き
る
よ
う
に
貢

献
す
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
フ
ロ

l
ム
と
ヴ
ア
イ
ン
ツ
ィ

l
ル

(

E

Z
ミ
g
N
E
-
E
品
ご
さ
喝
さ

-
S・
)
は
、
こ
れ
を
共

同
責
任
者
の
主
債
務
者
に
対
す
る
「
監
督
機
能
(
〉
巴
窓
口
F
Z
E
ロ
ゲ

E
ロ
)
」
と
呼
ぶ
。
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

(
お
)
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
早
期
の
裁
判
例
と
し
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

地
裁
一
九
八
七
年
一
O
月
七
日
判
決
宅
玄
否
認
・
ョ
・
(
判
例

〔
8
〕
)
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
連
盟
の
態
度
決
定
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
後
出
連

邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
三
年
一
O
月
一
九
日
決
定
(
判
例
〔
剖
〕
)
。

(
幻
)
こ
の
点
も
消
費
者
信
用
法
制
定
過
程
の
公
聴
会
に
お
い
て
銀
行

側
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
o
z
m
E
ュn
芝
∞
刊
色
弱
。
『
岨
白
血
0
・
(
E
N
d
-

〉
口
当
∞
-
-
沼
山
一
N
・
-
C
凶
-
O
吋
・
〈
関
戸
白
E
n
z
・
〈
-
m
o
z
g
σ
巴
吋
開
・
〈
2
・

E
m
w
一
円
四
口
回
目
M
2
F
n
Z
円
相
口
弘
m
w
『
烈
『
n
e
z
口
明
白
門
巴
門
m
q
a
円
昨
日
『
〈
向
『
m
E
σ
刊
〈
。
=

〈
q
r
g
E
n
z
q
r
同
色
町
内
切
口
|
〉
田
宮
宮
伺
【
日
開
『
∞
g
r
g
-
M
司
自
国
F
N
白
河
-
凶
凶

(
-
喧
∞
甲
)
咽
広
ド
コ
N
・
さ
ら
に
、

H
・
P
-
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
(
国
司
・

者
2
8
5
8
ロ
4
2
。
・

(2・
N
3
4
N
Z
m
Z
凶
(
-
遣
3
・
-
M
凶
ゆ
玉
虫
・
)
は
、

無
資
産
無
収
入
の
委
に
よ
る
保
証
の
場
合
の
共
同
責
任
の
担
保
価

値
は
、
経
済
的
に
は
あ
ま
り
高
く
評
価
さ
れ
ず
、
情
報
提
供
の
価

値
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
パ
ス
i

フ
レ
ン
ツ
エ
ル
(
〉
号
o
g
a
p
g
N己
場
陪
-
P
。
(
3
・
S
Y
主
)
は
、
家

族
保
証
に
情
報
提
供
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
現
実
離
れ
し
て
お
り
、

配
偶
者
が
他
方
配
偶
者
の
債
務
の
額
を
知
る
た
め
だ
け
に
、
自
分

自
身
も
債
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
と
批
判
す
る
。

(お)回目ロanp白・白・
0
・(明ロ-MJ『)咽印・-M

(
m
m
)
u
a
a
p
〉
=
B
N
C
。
F
O
開
。
豆
町
四
雨
戸
N
凶
・
凶
'
3
s
・
開
当
局

m-凶∞回。回、可否N・ご品一明一〉-Fna'回り円。=N刊ア白・白・。・(阿川口-NJ可)唱凶斗『戸凶一N

さ
ら
に
、
ア
ル
パ
ス
|
フ
レ
ン
ツ
エ
ル
は
、
妻
に
よ
る
共
同
責

任
の
場
合
に
は
、
夫
に
対
す
る
経
済
的
依
存
か
ら
妻
の
忠
誠
心
が

強
ま
る
可
能
性
が
あ
る
が
(
〉
g
m
g
E
F
g
N
m
Y
E
。
(
3
・
N
3
・

3
・
)
、
子
に
よ
る
共
同
責
任
の
場
合
に
は
、
親
子
関
係
の
感
情
は
、

極
端
な
場
合
に
は
実
際
に
両
親
に
対
す
る
義
務
感
情
を
も
た
ら
し

得
る
が
、
通
常
は
な
い
だ
ろ
う
と
の
見
解
で
あ
る
(
と
z
g
B
司
g
E

N
刊
f
p
p
。

(2・
N
3
・
出
・
)
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
成
人
し
て
も
ま

だ
学
生
で
あ
る
な
ど
両
親
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
子
は
、
経
済
的

に
も
感
情
的
に
も
両
親
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
両
親
に
対
す
る

権
威
・
威
圧
・
愛
情
・
感
謝
の
念
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

の
見
解
も
あ
る

3
3
Z宣
告

E
Z
-
豆
町
∞
E
G
R
E
3
」

g
m
R
B
『

5
5
巴
8
2
・
宅
玄
3
2
・
M
O
H
P
N
C
コ
・
〈
m
-
-
g
n
F
・
国
S
E
-
-
E
O

富
田
門
町
田
宮
口
口
伺
E
5】
-
g
q
〉
ロ
加
m
z
o
E
加
R
E
∞
3
3
・
∞
-
叫
咽
∞
N
0
・
)
。

(叫

)
F
A
a
E
F
「
白
仲
間

ε呂
田
『
佐
高
宮
昨
Z
E
m
m
n
F
Z
明
白
凹
n
E
F
N司

3
S
岨

∞コ・∞MO一回ハロEm--白・白・

0
・
(
明
ロ
・
M
斗
)
・
N
ロ
》
目
。
。
ァ
士
山
一
y
h虫
X
山

田刊-B江町芝山g--問。ァ白・

P

0
・
(
明
ロ
・
N
J
3
・
〉
口
宅
∞
-
3
由
一
ド
}
。
凶
・
目
。
、
尚
一

回
・
司
・
者
刊
問
問
g
s
g
p
豆
町
田
a
E
E
口
問
己
目
門
司
乱
〈
R
E
S
S
E
-
n
E

m
2
宮
内
田
町
田
穴
。
E
2
5
2
再
開
ロ
-
Q
E
X
P
同

u
n
国
同
開
口
町
ユ
3
2
同
国
自
己
申
ロ
ロ
「
g
m
伺

NESJ可(}・。nFEコ釦加・-市双山一Ne∞・市
W
A
W

一戸

-cc∞山〉-σ開門出・3・開口一Nmfpmw-。・

(明ロ・NJ『)・ム-『・

(
H
U
)

ぐ
白
河
2
3
=
V
E
G
-
白
・
白
・
。
(
明
口
目
凶
3
・
N
出
閉
山
-
凶
凶
(
這
∞
市
町
)
岨
-
晶
一
ド
コ

-u

と
σ
伺
g
'
p
g
N
刊
「
国
-
F
・
O
-
q
E
-
N
3
・
∞
与
は
)
た
だ
し
、
ア
ル
パ
ス
ー

フ
レ
ン
ツ
エ
ル
(
〉
5
n
g
'
明
円
g
N
n
r
p
p
。
-
q
ロ
-
N
3
・
∞
・
主
)
は
、

夫
が
結
婚
前
か
ら
有
す
る
旧
債
務
の
借
換
え
の
た
め
に
新
た
に
消
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研究ノート

費
者
信
用
を
利
用
す
る
場
合
や
不
動
産
取
得
の
た
め
の
融
資
の
場

合
、
取
得
し
た
不
動
産
が
夫
の
単
独
名
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
妻
に

利
益
は
な
い
と
す
る
。

(
位
)
子
の
利
益
を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、
玄

E
R
g
-
陪

-

E
・
o・
(2・

A
H
O
Y
N
H
司戸唱閉山崎
Y

∞
コ
・
∞
M
C
u
m同
町

σ
a
p
〉ロ
B
N
E
図
。
国
〈
・
目
甲
・
-
-
-
沼
山
由

ロロ色〈
-
M
∞-
M
・
3
∞
タ
局

S
S
-
怠
∞
-
怠
∞
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、

出向}ロ
mo--
岨〉ロ
B
N
Z

回
。
国
〈
区
-
M
・
呂
志
・
問
主

m
m吋
虫
図
。
回
会
主
-

u
u
一円
uuau
〉『
Foa'明『開口
N
a
e
m
w
-
m
W
・O
・(明ロ
-
N
J『

y
u
a
.

(
日
)
前
述
本
章
一

1
(
1
)
(
ア
)
お
よ
び
注
(
幻
)
で
掲
げ
た
文
献

を
参
照
。

(叫

)
K
O
一
六
四
条
一
項
破
産
手
続
の
終
了
後
、
満
足
を
得
て
い

な
い
破
産
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
自
己
の
債
権
を
無
制
限
に

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(時

)
Z
P
O
八
五
O

c
条
〔
勤
労
所
得
に
対
す
る
差
押
範
囲
〕
勤

労
所
得
は
支
払
わ
れ
る
期
間
に
応
じ
て
、
次
の
額
に
達
し
な
い
と

き
は
、
差
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
:
:
:
(
以
下
略
)
。

(
判
)
ド
イ
ツ
倒
産
法
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
木
川
裕
一
郎
『
ド
イ
ツ

倒
産
法
研
究
序
説
』
(
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
)
に
依
拠
し
て
い

ヲ
心
。
な
お
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
が
一
九

九
八
年
に
実
施
し
た
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
破
産
事
情
調
査

の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
、
ケ
ル
ン
大
学
手
続
法
研
究
所
プ

リ
ユ
ツ
テ
イ
ン
グ
(
司
忌
窓
口
開
)
教
授
の
講
演
に
お
い
て
、
免
責
制

度
導
入
の
き
っ
か
け
と
し
て
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第

一
に
、
債
務
奴
隷
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
第
二
に
、
従
来
ほ
と
ん

ど
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
あ
ま
り
脚
光
を
浴
び
て
い
な
い
が
、

プ
リ
ユ
ツ
テ
イ
ン
グ
教
授
が
重
要
視
す
る
根
拠
と
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
の
裁

判
所
は
、
こ
こ
一

O
年
な
い
し
一
五
年
の
聞
に
、
い
わ
ゆ
る
実
体

法
を
判
例
に
よ
っ
て
改
正
を
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
見

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
有
名
な
例
を
一
つ
あ
げ
ま
す
と
、
財
産
を
持
っ

て
い
な
い
も
の
が
そ
の
保
証
人
に
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で

あ
り
ま
す
が
、
判
例
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
保
証
契
約
は

無
効
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
判
断
を
裁
判
所
は
出
し
て
お
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
実
体
法
上
の
変
更
を
判
例

に
よ
っ
て
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
非
常
に
無
理
が
生
ず
る

わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
免
責
制
度
と
言
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
に
よ
る
実
体
法
の
改
正
と
い
う
こ

と
を
少
し
軽
減
を
し
よ
う
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
(
『
欧
州
破
産
事
情
調
査
報
告
書
一
』

〔
日
本
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
二
九
九
八
年
〕

四
八
頁
)
。

(
灯
)
こ
の
こ
と
を
指
橋
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
包
・
出
。
吉
江
口
史
∞

a-年

m
p
担

-P
。・

(
E
-
N
3・
〉
ロ
垣
∞

--3M・
5
凶・

5JH内
・
な
お
、
ヘ
ル
ム
リ

y

ヒ
と
ゼ

l
リ
ガ

l
は
、
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
に
は
、
一
本
の
線

で
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ケ

l
ス
が
あ
り
、
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

ま
た
、
家
族
保
証
を
法
に
よ
り
規
制
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
保
証

に
対
す
る
本
質
的
な
介
入
で
あ
る
場
合
に
は
、
私
法
に
対
す
る
深

刻
な
介
入
と
な
る
の
で
、
家
族
に
よ
る
共
同
責
任
の
問
題
に
つ
い

て
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
待
ち
、
法
典
化
に
つ
い
て
は
い

ま
一
度
よ
く
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
で
あ
る
。

(
品
)
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
包

-Mng-N-mgznzaa

宮
吟
mFE口
問
訟
吋
〈
四
『
σ円
E
E
n
F
R
F、
g
m
-
3
M
-
∞
コ
・
∞
}
∞
・
こ
れ
に
対
し

て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
レ
ン
チ
ユ
(
∞
n
z
s
Eミ
H
N
g
z
n
p
u
g
ロ
2
0

〈四号『白ロ
nEmD口開。-〈
g
N
g『E
5
P
玄
U
同

-3hf
凶
Mア
い

WMAH・
)
は
、

主
債
務
者
の
家
族
関
係
は
、
基
本
事
情
(
回
呂
田
口
自
由

gE)
と
し

て
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、

債
務
清
算
計
画
(
印
n
F
E
E
S
σ
2
2
E宮
呂
田
主
包
)
に
お
い
て
は
、

主
債
務
者
が
規
定
ど
お
り
に
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
債
務
者

だ
け
で
な
く
共
同
責
任
者
で
あ
る
家
族
も
、
|
|
あ
る
意
味
で
自

動
的
に
|
|
債
務
を
免
除
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
ヘ
ル
マ
ン

(
E
S
S
E
-
E
5
円
四

q
g
E
gロ
押
さ
民
色
町
ヨ
〈
刊
号
g
z
n
Z
3
ぎ
冨

右
足
場

-
M
M
W
)

は
、
過
剰
債
務
と
な
り
、
建
て
直
し
が
必
要
な
経

済
単
位
は
、
個
人
の
家
計

(
E
s
g
F呂田
ZZ)
で
あ
る
と
の
考

え
に
基
づ
き
、
同
法
の
草
案
の
段
階
で
、
共
同
責
任
者
と
な
っ
た

家
族
を
手
続
に
取
り
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
、
社
会
に
対
す
る
盲

目
(
回
目
E
E
E
)
で
あ
る
と
非
難
す
る
。

(
的
)
後
出
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
一
月
一
二

日
判
決
呂
ぞ
石
∞
∞
・
∞
凶
凶
・
∞
岩
・
(
判
例
〔
9
〕
)
参
照
。

(
印
)
一
九
七
0
年
代
以
降
の
消
費
者
信
用
取
引
に
お
け
る
暴
利
を
め

ぐ
る
判
例
・
学
説
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志
「
公
序
良
俗

と
契
約
正
義
』
(
有
斐
閥
、
一
九
九
六
年
)
二
三
六
頁
以
下
に
詳

し
い
。
後
出
ケ
ル
ン
上
級
地
裁
一
九
八
六
年
一
二
月
四
日
判
決

N
可
否
∞
ブ
浅
い
・
(
判
例
〔

5
〕
)
も
、
こ
の
流
れ
の
上
に
あ
る
と

い
、
ぇ
ト
そ
っ
。

(日

)
G
巴

W
O
五
五
条
〔
移
動
営
業
〕

一
項
営
業
所
外
で
ま
た
は
営
業
所
を
も
た
な
い
で
、
先
行
す
る

注
文
な
く
し
て
、
自
分
自
身
で

一
号
物
品
を
販
売
し
、
買
い
入
れ
、
ま
た
は
物
品
の
注
文
を

と
る
者
、
二
号
営
業
的
給
付
を
提
供
し
、
営
業
的
給
付
の
注
丈
を
と
る

者、
三
号
芸
術
・
学
問
上
顧
客
の
高
度
の
利
益
を
認
め
得
な
い
展

示
、
音
楽
演
奏
、
娯
楽
的
公
演
、
ま
た
は
そ
の
他
の
催
し
を
提
供

す
る
者
、

は
(
移
動
営
業
)
、
移
動
営
業
証
が
必
要
で
あ
る
。

二
項
一
項
二
号
三
号
の
場
合
に
は
、
市
場
取
引
(
六
四
条
)
に

つ
い
て
も
、
移
動
営
業
証
が
必
要
で
あ
る
。

G
E
W
O
五
六
条
〔
移
動
営
業
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
業
務
〕

一
項
移
動
営
業
に
お
い
て
は
次
の
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。

六
号
買
戻
し
契
約
(
三
四
条
四
項
)
お
よ
び
金
銭
消
費
貸
借

契
約
の
締
結
な
い
し
仲
介
一
物
品
売
買
や
住
宅
貯
蓄
組
合
契
約
の
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締
結
と
関
連
す
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
は
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。

(臼
)
B
G
B
一
三
四
条
〔
法
律
上
の
禁
止
〕
法
律
上
の
禁
止
に
違

反
す
る
行
為
は
、
当
該
法
律
に
よ
り
別
段
の
結
果
を
生
じ
な
い
限

り
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

(日
)
E
M
E
m
-
-
0
2
2羽
田
町
田

3
8口
合
口
〈
O

ロ
雪
国
g
r
Z
2
3
3加問
。
円

E
Z
S田
宮
田

E
n
g
-
-
Y
-
U加
-
0
5
3
0
E
B
E
a
N
E
0
5

∞
宮
高
E
e
N
U
・ニ・

3
∞N
(
Z
』者

-u
己
-
S
3・
z
t
ξ
3
5
L
己申一

5

5
・
〉
ロ
戸

N
E
2
0円。同
U

『包民ロ円
F〈
-Na
・
凶
・
同
唱
∞
少
開

45m
協同凶品切。∞

凶¥∞凶咽凶
h
F
U

・凶品凶・

(
日
)
デ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
裁
一
九
八
三
年
一
一
月
三
日
判
決

N
H司
這
∞
少
広
小
・
(
判
例
〔
2
〕
)
、
シ
ユ
ト
ウ
ツ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地

裁
一
九
八
七
年
四
月
三
日
判
決
要
冨
右
吉
・

E
M
M・
(
判
例
〔
7
〕)、

B
G
H
一
九
八
九
年
一
月
一
九
日
判
決

Z
』者

3
s
e
∞
活
(
判
例

〔
日
〕
)
の
原
審

(
O円
。
野
2
5
n
Z垣
a
m
)
、
B
G
H
一
九
八
九
年

一
一
月
二
八
日
判
決
Z
喜
志
∞

psa・
(
判
例
〔
凶
〕
)
の
原
審

(
O
F
G

∞
Z
S
E
)、
B
G
H
一
九
九
二
年
一
月
一
六
日
吉
巧

zs-
広
8
・
(
判
例
〔
辺
〕
)
の
原
審

(
O
円。

g
z
S
E
)
も
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
裁
一
九
八
四
年
九
月
二
O
日
判
決
(
判
例

〔
3
〕
)
と
同
様
の
法
律
構
成

(
B
G
B
一
三
八
条
一
項
)
に
よ
っ

て
、
共
同
責
任
設
定
契
約
の
無
効
を
認
め
た
。

(
日
)
注
(
印
)
参
照
。

(日
)
B
G
B
コ
二
O
条
〔
将
来
の
財
産
に
関
す
る
契
約
〕
当
事
者
の

一
方
が
自
己
の
将
来
の
財
産
ま
た
は
そ
の
部
分
を
譲
渡
す
る
義
務
、

ま
た
は
用
益
権
を
設
定
す
る
義
務
を
負
う
契
約
は
、
無
効
で
あ
る
。

(

日

)

印

n
F
5
2
0耳目
E-
盟
問
者
同
ユ
∞
n
E
E
F
n
z
m
F町
一
回
明
門
戸
国
口
加
田
『
急
百
宮
昆
母
国

P
E
E
E虫
色
回
忌
出
回
目

Eσ

向
田
町
『
老
町
宮
由
同
県
四
回
同

5
ロ
〈
刊
号

SEne

F
q
r『
a
t
g円四
g加
2
・
N
∞
∞
-
唱
∞
唱
咽
主
唱
唱
M
R・
シ
ユ
ヴ
イ
ン
ト
ヴ
ス

キ
l
は
、
私
人
の
経
済
活
動
の
自
由
の
形
式
的
・
実
質
的
確
保
と

い
う
B
G
B
二
二
O
条
の
趣
旨
に
鑑
み
、
債
務
者
が
契
約
締
結
時

に
経
済
活
動
の
自
由
を
事
実
上
放
棄
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合

に
は
、
同
条
の
「
財
産
譲
渡
」
と
問
視
で
き
る
と
の
考
え
に
基
づ

き
、
契
約
締
結
時
に
共
同
責
任
者
が
差
押
可
能
な
財
産
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
こ
と
と
、
そ
の
個
人
的
事
情
に
よ
れ
ば
最
低
限
度

の
生
活
を
超
え
る
将
来
の
財
産
取
得
が
期
待
さ
れ
な
い
こ
と
を
要

件
と
し
て
、
同
条
の
類
推
に
よ
り
全
部
無
効
を
導
き
出
す
。

(
臼
)
判
例
〔
9
〕
の
ほ
か
に
、
後
出
B
G
H
一
九
八
九
年
三
月
一
六

日

z
t
ξ
3
s・
5
8
(判
例
〔
凶
〕
)
の
原
審

(
O
F
O
盟
皇
官
豆
、

後
出
B
G
H
一
九
八
九
年
一
一
月
一
六
日
Z
』
巧
-
事
0
・
5
岩
(
判

例
〔
叩
〕
)
の
原
審

(
O「
。
史
民

G
E
)
も、

B
G
B
二二

O
条
の

類
推
適
用
を
認
め
た
。

(
印
)
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
七
月
一
一
一
日
判
決
者
室

3g-
己
訟
(
判
例
〔
日
〕
)
一
ハ
ム
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
一
(
)

月
五
日
判
決
者
冨
右
冨
・
】
∞
コ
(
判
例
〔
凶
〕
)
一
パ
ン
ベ
ル
グ
上

級
地
裁
一
九
八
八
年
四
月
二
九
日
判
決
N
司
-
温
∞
・
己
主
(
判
例

〔
叩
〕
)
一
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
五
月
一
六
日
判
決

者
呂
志
g
L
N
岳
(
判
例
〔
日
〕
)
。
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近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

(
ω
)
G
G
一
条
〔
人
間
の
尊
厳
〕
一
項
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で

あ
る
。
こ
れ
を
尊
重
し
、
か
っ
、
保
護
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の

国
家
権
力
の
責
務
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る

G
G
の
訳
出
は
、
樋
口
陽
一
・
吉
田
善
明
編
「
解

説
世
界
憲
法
集
(
第
四
版
)
」
(
三
省
堂
、
二
O
O
一
年
)
に
よ
る
。

(引

)
G
G
二
O
条
〔
連
邦
国
家
、
権
力
分
立
、
社
会
的
法
治
国
家
、

抵
抗
権
〕
一
項
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
民
主
的
か
つ
社
会
的

な
連
邦
国
家
で
あ
る
。

(臼
)
G
G
二
八
条
〔
ラ
ン
ト
及
び
市
町
村
の
憲
法
秩
序
〕
一
項
ラ

ン
ト
に
お
け
る
憲
法
秩
序
は
、
こ
の
基
本
法
の
趣
旨
に
即
し
た
共

和
制
的
・
民
主
的
お
よ
び
社
会
的
な
法
治
国
家
の
諸
原
則
に
適
合

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
以
下
略
〕

(
臼
)
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
七
月
一
一
一
日
決
定
者
玄

3
g・
5
8・
(
判
例
〔
日
〕
)
〈
包
・
g
n
F
J
p
r
s
-
-
N
E
R
E
-
Q中

島

2
2
5加。

E
E
在
。
耳
S
E呂
田
中
巴
間
門
町
ロ

NOE
込
町
田
蜘
∞
凶
。
n
N
H》
0
・
ぞ
玄

-
唱
∞
J

ア
唱
A
H
U
・
甲

u
u

(臼
)
B
G
B
二
七
九
条
〔
種
類
債
務
に
お
け
る
主
観
的
不
能
〕
債
務

の
目
的
が
種
類
の
み
で
定
ま
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
同
種
の

給
付
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
債
務
者
は
、
過
失
が
な
い
と
き
に
も
、

そ
の
主
観
的
給
付
不
能
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
。

(
臼
)
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
裁
一
九
八
八
年
七
月
一
一
一
日
決
定
者
冨

-申∞∞咽

za-(判
例
〔
日
〕
)

(
印
)
冨

E
5
5
2
P
白・白・
0
・
(E-凶
3
・
宅
E回
同

M
U
σ
'
g勺・

(訂

)
B
G
B
二
七
六
条
〔
自
己
の
過
失
責
任
〕
一
項
債
務
者
は
、

別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
故
意
及
び
過
失
に
つ
き
責
任
を
負
う
。

取
引
に
必
要
な
注
意
を
怠
っ
た
者
は
、
過
失
あ
る
も
の
と
す
る
。

二
八
七
条
及
び
八
二
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
適
用
す
る
。

二
項
故
意
に
基
づ
く
債
務
者
の
責
任
は
、
あ
ら
か
じ
め
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(伺

)
B
G
B
二
四
九
条
〔
損
害
賠
償
の
種
類
と
範
囲
〕
第
一
文
損

害
賠
償
に
つ
き
義
務
を
負
う
者
は
、
賠
償
を
義
務
づ
け
る
事
情
が

生
じ
な
か
っ
た
な
ら
ば
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
状
態
を
回
復
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
本
件
で
は
、
保
証
契
約
締
結
時
に

B
の
X
に
対
す
る
悪

意
の
欺
同
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

X
が
詐
欺
取
消

(
B
G
B
一

二
三
条
)
を
主
張
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た。

(
印
)
な
お
、
本
判
決
は
Y
か
ら
上
告
さ
れ
、

B
G
H
一
九
八
九
年
三

月
二
ハ
日
判
決
Z』ぞ

ss・
-
E
u
・
(
判
例
〔
凶
〕
)
に
よ
り
破
棄

さ
れ
た
。
そ
の
後
、

X
の
違
憲
申
立
て
に
よ
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
憲
法
裁
九
三
年
決
定
(
判
例
〔
剖
〕
)
に
お
い
て
、
こ
の

B

G
H
判
決
を
違
憲
と
判
断
し
、
再
審
が
行
な
わ
れ
た
。
再
審
判
決

(
B
G
H
一
九
九
四
年
二
月
二
四
日
Z
』
当

zz・
己
主
-
H
判
例

〔
幻
〕
)
に
お
い
て
、
本
件
保
証
契
約
は
良
俗
違
反

(
B
G
B
一

三
八
条
一
項
)
に
基
づ
き
無
効
と
判
断
さ
れ
た
。

(
叩
)
消
費
者
信
用
問
題
を
受
け
て
の
暴
利
行
為
に
関
す
る
ベ
ン
ダ
ー
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判
決
の
見
解
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
判
例
学
説
上
の
議
論
に
つ
い
て

は
、
大
村
・
前
掲
注
(
印
)
二
三
六
以
下
に
詳
し
い
。
本
稿
の
こ

こ
で
の
記
述
も
同
書
の
記
述
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
れ
)
な
お
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
裁
に
お
い
て
は
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時

期
の
他
の
判
決
も
全
て
、
B
G
B
一
一
二
O
条
の
類
推
あ
る
い
は
B

G
B
一
三
八
条
一
項
の
適
用
に
よ
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契
約
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無
効
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村
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印
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莫
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損
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史
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損
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8
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史
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一
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損
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岨
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そ
し
て
、
ホ
ン
ゼ
ル
は
、
判
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が
割
賦
信
用
の
場
合
に
消
費
者

に
良
俗
違
反
に
よ
る
広
範
な
保
護
を
与
え
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ビ
ー

ル
の
醸
造
所
と
飲
食
庖
経
営
者
の
筒
の
ピ

l
ル
供
給
契
約
を
契
約

期
間
が
二
O
年
を
超
え
て
い
る
と
い
う
理
由
で
良
俗
違
反
と
し
な
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吋
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∞
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(凶

S
E
S
円
)
は
、
銀
行
内
部
で
行
な
う
資
力
調
査
の
結
果
、
主

債
務
者
が
融
資
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
過
剰
負
担
と
な
り
ま
た
は
過

剰
負
担
と
な
る
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
ま
た
は
判
明
し
得
べ
き
場

合
に
は
、
銀
行
は
主
債
務
者
に
対
し
て
融
資
を
拒
絶
す
る
契
約
締

結
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
共
同
責
任
者
に
つ
い
て

は
、
弁
済
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
明
ら
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済
的
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っ
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融
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す
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融
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と
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て
い
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と
い
う
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体
が
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現
実
の
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活
に
即
し
て
い
な

い
と
批
判
し
て
い
る
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(
問
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B
G
B
七
六
六
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〔
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一
証
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意
思
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〕
保
証
契
約
が

有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
保
証
の
意
思
表
一
不
を
書
面
で
示
す
こ
と

を
要
す
る
。
保
証
人
が
主
た
る
債
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
方
式
の
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を
治
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に
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し
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を
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率
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に
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護
す
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と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
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書
面
の
警
告
機
能
が
機
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管
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と
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一
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立
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点
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合
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せ
る
た
め
、
こ
れ
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の
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決
は
〈
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表
2
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掲
載
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る
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見
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じ
で
あ
る
。

北法55(1'156) 156 



〈
別
表
1
〉

B
G
H
一
九
八
九
年
諸
判
決
登
場
以
前
の
下
級
裁
判
決
(
第
一
章
)

近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)

6 5 4 3 2 l -苦E手L符平日11 

戸。
N同司。r。

N 25Q 回3 
?2 。 ?2 。 。5

z 田考・古FE f t司混ムiP s岳且d ∞凶."，、品刀。~笠ι 。広M z』2当司主坦Z2 Z 判決-pEロq i 

e、。、。~。田-園 、。、。c Aヰ.弘 、2…OPa F. ・ 年

:-::0 』ーC骨JD 
-uaTuJ b 月

、Mt-J0Rλ!"ーd トとυ~ 】TーJ p・υふ 。O' 日tυしdAn JMー mよるp EE- u炉圃圃，-恒圃-圃

、。σ。。、 、。σ。。、 .、cc。m h 
、笠。 、。U。。ふ ー、。t。J 。

契約f用言賦害l 主務帯債雇の契約信用 主信受二肩の契約信用 空込同申耳の借貸費消 契約貸借消費
契貸消 類契
約借費 型約

債務者主にも夫婦と 妻 妻 妻 本人 妻 四目2者のと主債務

供0委手夫 人月 ワ 盤ツフ M~験のー ワ

収入共

=MII 取Jf。1、バ速一ス" -
。収 収入語イ 三月・妻九

人。掃 J¥ 
。使をリビ 収年収ユ号?歳

学歴・責任者同。共除 五 総の
に婦 O え、ン

干草取量
鉦長産収月. 

M 
ず2 .の

子 無で
塁等王町3。六M 収月 供 職ド 六娠

子五。 .イ ハ中

と五・万四万三夫婦 額き目

付紙送を融資がを夫のめた

の債消夫 八七(自 求す夫
二夫的 う務。費貸と

二四型万一、動購車入

額たの
押差えームOの

量静zi耳電目型
ちも 六o ーめ債 融

六五三塁債務
三請借う '0 万に務

にM一回 。依に 万求(ー -M  六三の 資

ょに了-
夫婦は頼すー

四額総人 ニのとの 0万弁
の
目

つつ一二
る万九
一四額の

M。消費貸マイ降
O三済 的

てい工Mの 九万五債務 00と

界E:ま こと九 五一万 ホ(!) MO夫 融
れ、ム M九六者 借 l既 。0の 資ノ、

Mや万 記に銀行0M 
に七ーの ム存 M個 金

。用諸費五~ つ八四一
請求獲債務

の人 額
ノ、

語i
い・九部弁済 得資の

連的
主同主月

のーた て五M 帯欲

任弁意i斉万七二九詰求額三総め額六

にJ¥ の九) 額金借 債求
求

よM 利Mの目 二二り 務を 額

総りつに 子。と帯連的 万五換 。満

用夫 その 六万え 請た

O O × O O O * 
(得但コZ

譲あ党書宅の宮署務高B

効GG は的取全準 求契約誤に権(借B GG 

本件にし八P 平IJG Be 重過引部暴 権解よ者経主G B e 
基、条O +B 一.W

過失に剰務債無経験無効。干行為IJ 
も締結しるがi斉のB -w  

でづ一一八 取引-三 三O 認め で軽認的収ー 三O 適
は返く7本三E項違五0 四五 情い率識過入三 四五

用条文・解決経無験八条ー
違条条六
よ+の(るのたな+乗1とJ¥ 条六

堅済選義万じi豊司反c る債権妻 B 。要。行借債月条 品条

無効反を-項6 
不 G 号主務々ー ~、二-

コ O 条違反

つ}こi穏i 司
ヲ知者に無資力 ーB 

に )の項 部項(。
基たの負担全U 効~貯..号-ノL、 効果方法

B M に
号違
よ三 づは1芸そ+ 

G によ

否T全Eよ
る)八

く 負・れの部盤効
。違
理Bつる 認識に 条

捌監請 担取に岡
反

J¥ き B
権債者き資力に

よ一 額引っの 由

七不利当 G 
(る項 に無い不。 よ

条一B 部有るB ま経
つ経て均 る

のつ た済 U き験債衡 B 

北法55(1・157)157



研究ノート

12 11 10 I 8 I 7 

( 。E 。丈凶 11 選 型『犬EzOb 「o E 

医51ngqZ 同Z RE C司a T き萌F1l5-5 qUE z q う FロEz青fI玄-OEC E ZA E 
τ第F 220。= 】 戸 M喧ー )s 

日九三ぉー 史 認 〔右ヨ 湿 コ
)部戸L日 戸'1"_活 18 民事第∞一町ー eるる叫- 咽ー一、“
の事決l 。喧、。。u。4ha、~ーn -p。J、F山R HM‘、 Nよ、Jる品 、J ∞'-'ト-、注 ∞-ー01  t::l 品

原ー、。 - tz 回 の】 _1 !"_ 

審 22 ::s:るる 浅∞ 原審部三お∞ 英『 高『

契約保証帯i車 契約保証 Z同約Z信Z 主務債同実の契約信用 契約信崩 空務債同真の契約貸借消費

↓ナパ婚 離妻
子 妻 妻別ll姻妻婚↓

ト外

Oて産教育')けZι L 二 主 主 の収別りの収三 ? M 、工ー 婦 婦 み八れ。離一五

。月場歳 盤よ金三 。0た曜Sヨ【婚四成

収取子り予J~ていな無手量持 墨庖 語色入F 。M後の主後7供絶7O0M。契豹倫
=:し;救 護』 失世の収入P宮債工夏刊草
五し水業 ノ1E 手ヲ当."月g払、とあと月

求た不 七億目 へ交f寸付うo 務降万し五パ 連帯f責夫 利子請額求債務夫額め動 M務的 分五五て・ l の の
、産 との不う#八二三九ト債 割

。極取業ヲを| そ総明 。ち差七五万六ナ 考務 Aそ賦信用
万度 の額。ーしMO五lv11 の万の
M額 利は夫 万引 XMO~の金借 ー 離婚後
と一 子 M勺五、0と額り九元
そ0営 を九初0同|日 不換二
の万む 」回回M棲{責 明え

利M父 瓦額)六のの務を ・夫万
子
との 債務者L同一一をの一割lた弁 日 三か四す
根る事業資 ノf帯債務連七賦め済 的 五ら五1'iWM.の(と MのO

ト 、自引ー す と扶養なO 
保金 助0 ナ二(越資金万 る ~1'l'M 
百止融 にO の l 四五 五の
資 関M 口に旧日総額九 融資 %し連
請の すの 座交{責以コと四の の。帯

o x x 0 Ixl 0 

認結たに証信余悪 心(意保だ収B 全鉦効否，疋iー・局 1斉B一実産な向い資BI G らに験債務を確実な債務者B 
め上場よリ用地意 全Bを証け入G 利 分八万上の契約を額労働者産GI e 、の G 
、の合りス機あの部G要のででB にに~M同ーのがB 1 w 1 'iU&tl't'.!: r.: ~B 
保ヨ工過に、ク関り詐 有Bす引三笠.はあ三 よ よ三L守視部 割 な三 O 暴壬11債耽負(がー
千八失はそをが。欺効ーるzは良るー る る条つでを賦がく一五 Tがリ4者方う 弁1斉三

づ明思評 G I hfrG反 BB 。る支 ーはてしをにき
く義決価無 B 条為Bと 三一め 利得返 に場払 項 生効と正も勧、とな

らf員務定し経 ー )でーな 一三 る共 譲渡すZCh I 義務を7 の 六 、め債権者が取日主!見主ヲ可て能っ4しこと3、f部鉦効O の違にて験二 否な三ら 0八。同 に生 号 こま
反影説の三定い六なカ 条生 は 違なのた
Z師害賠償。響明保条 。と五い知・ 適条ー 活還#る、 i車古 反否疋 る観は カ

号~人刀"、権請求約契U をす証 ) し一。つ主 定用否U 項 中守務党 こ将負主を主 。点迫 当
及る人成 て項て婦 にの(と来う のる初2 1Zこに立 無のいが よ 既B とのよ超え み場 か

。を締しと保の l 効同る無 る 弁G 事財うる l か合 ら

北法550・158)158



14 13 

~ 言。5
。5

UC0ヨ室恒M5-D0D.zr=0 玄ロロ3 r • ーm ョヨz 
.、。。。。c LJ， 

_N  
。。 戸

ua a -叫~==' 
、~-

、0C0MC D 
uo。。p 。

契約{貸昔消費 空名署同支の契約信用

妻 離婚妻↓ 

ヲ

さき苦締結骨収手取
，0 
五M

Mノ、。請求時

不明。3万Mの0経営難悶 一%僚童器の既書
のの iiの融資夫の

に工
一四本弁iと斉

つ務庖 00三

i暗i室
-五万九

J¥. 動車自M六O
。五0
MOの
とM購

請額求のめた 利子一連帯の資金入

× × 

Bな無資産効。B にB
ニい G よG
一者も B るB
O で三

効重A量二f 条収将来の働労収入の O

外範囲。入がのみ 推適条類

j;， にT 全用再 部有効びZ P る頼
。〉ら O 
でざ J¥ 
、る 五
Bを 部有 O 
G 得 生ノド

* 
共
同
責
任
設
定
契
約
の
効
力
否
定
が
認
め
ら
れ
た
場
合
↓

O

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
↓
×

八
別
表
2
V

B
G
H
八
九
年
諸
判
決
か
ら
憲
法
裁
九
三
年
決
定
以
前
の
B
G
H
判
決
(
第
二
章
)

近親者保証の実質的機能と保証人の保護(1)
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